
令和８年度 第２回 青梅市介護保険運営委員会次第
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青梅市地域福祉総合計画

【青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画・

青梅市認知症施策推進計画 骨子案】

・第５期青梅市地域福祉計画

・青梅市重層的支援体制整備事業実施計画

・青梅市再犯防止推進計画

・青梅市成年後見制度利用促進基本計画

・第 10期青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画

・第２期青梅市認知症施策推進計画

・第７期青梅市障害者計画・第８期青梅市障害福祉計画・第４期青梅市障害児福祉計画

令和８（2026）年６月時点

資料１
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１．計画の構成案の改定について

■計画の構成案について ※変更点を 緑色 で網掛けしています。

現行計画（令和６年３月） 今回計画（令和９年３月）

第１編 総論 第１編 総論

第１章 計画の策定に当たって 第１章 計画の策定に当たって

第２章 計画改定の考え方（重層的支援体制整備事業実施計

画）

第２章 計画改定の考え方

第３章 データからみる市の現状 第３章 データからみる市の現状

第４章 計画の全体像 第４章 計画の全体像

第５章 計画の進行管理 第５章 計画の進行管理

第２編 地域福祉計画（再犯防止推進計画、成年後見制度利

用促進基本計画）

第２編 地域福祉計画

第１章 地域福祉を取り巻く現状と課題 第１章 地域福祉を取り巻く現状と課題

第２章 計画の基本的な考え方と施策体系 第２章 計画の基本的な考え方と施策体系

第３章 取組内容 第３章 取組内容

第４章 取組事例 第４章 取組事例

現行計画における、再犯防止推進計画の位置づけ 第３編 再犯防止推進計画

第１編 第１章 計画策定の背景・趣旨｜法的な位置づけ｜計画期間

｜

計画の策定体制

第１章 再犯防止を取り巻く現状と課題

（計画策定の背景、位置づけ、期間、統計・調査結果な

ど）

■変更内容① 「再犯防止推進計画」を第３編として、第２編 地域福祉計画から独立

■変更内容② 「成年後見制度利用促進基本計画」を第４編として、第２編 地域福祉計画から独立

■変更内容③ 「認知症施策推進計画」を第５編第５章として、第５編第３章から独立

■変更内容④ 「重層的支援体制整備事業実施計画」を第７編として、第１章から独立

変更理由➡いずれも記載内容の充実を図るとともに、包含している計画をよりわかりやすく示すため。
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現行計画（令和６年３月） 今回計画（令和９年３月）

第２編 第１章 統計・調査結果 第２章 計画の基本的な考え方（基本理念・基本目標）

第２編 第３

章

取組内容 第３章 取組内容

現行計画における、成年後見制度利用促進基本計画の位置づけ 第４編 成年後見制度利用促進基本計画

第１編 第１章 計画策定の背景・趣旨｜法的な位置づけ｜計画期間

｜

計画の策定体制

第１章 成年後見制度を取り巻く現状と課題

（計画策定の背景、位置づけ、期間、統計・調査結果な

ど）

第２編 第１章 統計・調査結果 第２章 計画の基本的な考え方（基本理念・基本目標）

第２編 第３

章

取組内容 第３章 取組内容

第３編 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 第５編 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策

推進計画

第１章 高齢者保健福祉・介護保険事業を取り巻く現状と課

題

第１章 高齢者を取り巻く現状と課題

第２章 計画の基本的な考え方と施策体系 第２章 計画の基本的な考え方と施策体系

第３章 取組内容 第３章 高齢者保健福祉・介護保険に関する取組内容

第４章 介護保険サービスの事業量見込と介護保険料の設定

第４章 介護保険サービスの事業量見込と介護保険料の設定 第５章 認知症施策推進計画に関する取組内容

第４編 障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 第６編 障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画

第１章 障がい者(児)福祉を取り巻く現状と課題 第１章 障がい者(児)福祉を取り巻く現状と課題

第２章 計画の基本的な考え方 第２章 計画の基本的な考え方

第３章 取組内容 第３章 取組内容

第４章 障害福祉・障害児福祉サービスの事業量見込み 第４章 障害福祉・障害児福祉サービスの事業量見込み

現行計画における、重層的支援体制整備事業実施計画の位置づけ 第７編 重層的支援体制整備事業実施計画

第１編 第１章 計画策定の背景・趣旨｜法的な位置づけ｜計画期間

｜

第１章 重層的支援体制整備事業の展開
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現行計画（令和６年３月） 今回計画（令和９年３月）

計画の策定体制

第１編 第２章 重層的支援事業の特徴（包括的な福祉相談支援体

制）

第２章 各実施事業の概要と提供体制

第２編 第３

章

取組内容 第３章 連携体制の構築

資料編 資料編
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第５編

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・

認知症施策推進計画
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第１章 高齢者を取り巻く現状と課題

平成 12 年に開始した介護保険制度は、その歴史の中で急速な少子

高齢化に直面しており、持続可能な制度運営を維持するため、介護予防

に注力するとともに、要介護状態になっても住み慣れた地域で暮らし続

けられる「地域包括ケアシステム」の構築を目指してきました。

こうした中、現代においては介護者が抱える課題の多様化や、深刻な

介護人材の不足といった社会問題が顕在化しており、支援する側・され

る側といった役割に固定されない、誰もが互いに支え合い、自分らしく輝

ける地域共生社会の実現が不可欠となっています。

あわせて、令和６年に施行された認知症基本法においては、社会全体

における認知症の理解を深め、当事者の目線に立った「新しい認知症観」

を形成するとともに、認知症の人が尊厳と希望を持って暮らしていける

社会づくりが求められています。

青梅市では、介護保険制度の開始以降、９期に渡る高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画の策定を通して、高齢者のいきいきした暮らし

を支えるための取組を進めてきました。これらの取組の進捗管理を踏ま

えた一層の推進を図るとともに、上記の課題や動向に対応するために、

第 10 期高齢者保健福祉・介護保険事業計画を策定するとともに、第２

期認知症施策推進計画を一体的に策定します。

国の第 10期介護保険事業（支援）計画の基本指針について

★第10期介護保険事業計画における基本指針改定のポイント

（改定後の指針は夏頃に示される予定）

①中長期的な見通しに基づく介護保険事業計画の策定

→後期高齢者人口のピークや人材不足に対応するため、2040 年度を含む中

長期的な推計を算出する。

②地域特性に応じたサービス提供体制の確保

→不足しているサービス種類を把握し、提供体制を検討する。また、中山間・

人口減少地域においては持続可能なサービス提供体制を検討する。

③医療・介護連携の推進

→慢性期の医療需要への対応を検討するとともに、介護施設における協力医

療機関の確保のマッチングを図る。

④高齢者向け住まいの設置状況の勘案

→有料老人ホーム・サ高住の供給状況を踏まえて介護サービス見込量を推計

する。

⑤介護人材確保と職場環境改善に向けた生産性向上、経営改善支援等

→介護人材の確保策と人材の推計を行う、生産性向上・経営改善支援におい

て取り組む事項を明確化させる。

⑥認知症施策の推進

→認知症基本法および認知症施策推進基本計画の基本的施策に基づき計画

を策定する。
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（１）高齢者人口の推移

本市の総人口は減少傾向で推移しており、令和７年度（10 月１日現在）

では 128,678 人となっています。

一方で、65 歳以上の高齢者人口は年々増加しており令和３年度の

41,027 人（高齢化率 31.3％）から、令和７年度の 41,922 人（高齢化

率32.6％）へと、約 900 人の増となっています。

また、前期高齢者人口が減少する中で後期高齢者人口の増加が顕著

となっており、令和３年度に 20,634 人（総人口に占める後期高齢者の

割合は 15.7％）であったものが、令和７年度には 24,485 人（総人口に

占める後期高齢者の割合は 19.0％）と 1.19 倍に増加しています。

※令和８年度の数値が示され次第、更新

資料：住民基本台帳（外国人登録含む）（各年 10月１日現在）

20,393 19,654 18,837 18,069 17,437

20,634 21,515 22,646 23,609 24,485

31.3% 31.5% 32.0% 32.2% 32.6%

15.5% 15.1% 14.5% 14.0% 13.6%

15.7% 16.5% 17.5%

18.3% 19.0%

0.0%

10.0%

20.0%
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40.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

令和３年度令和４年度令和５年度令和６年度令和７年度令和８年度

高齢者人口・高齢化率の推移

後期高齢者 前期高齢者

高齢化率 総人口に占める前期高齢者の割合

総人口に占める後期高齢者の割合

（人）

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

令和

６年度

令和

７年度

令和

８年度

総人口 131,242 130,492 129,537 129,241 128,678

高齢者総数 41,027 41,169 41,483 41,678 41,922

前期高齢者（65～74歳） 20,393 19,654 18,837 18,069 17,437

後期高齢者（75歳以上） 20,634 21,515 22,646 23,609 24,485

高齢化率 31.3% 31.5% 32.0% 32.2% 32.6%

総人口に占める
前期高齢者の割合

15.5% 15.1% 14.5% 14.0% 13.6%

総人口に占める
後期高齢者の割合

15.7% 16.5% 17.5% 18.3% 19.0%
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（２）日常生活圏域の設定

日常生活圏域とは、地理的条件、人口、社会的条件、医療・介護施設

の整備状況などを勘案して定める区域のことです。

青梅市地域福祉総合計画においては、前述（第２章計画策定の考え方

－４圏域の考え方）のとおり、第１層（市全域）・第２層（日常生活圏域）・第

３層の３層構造による圏域を設定しています。

この他に、市全域を 11 地区に分割した「支会」別の目線も取り入れて

います。

高齢・介護計画においては、第２層の圏域を日常生活圏域と設定し、

介護サービスのきめ細やかな提供や、住み慣れた地域の中で自分らしく

暮らし続けるための支援を推進します。

地域生活課題の把握や相談窓口、関係機関との連絡調整等に取り組

む地域包括支援センターについても日常生活圏域ごとに設置しますが、

第２地区・第３地区については高齢者人口が多く、地域課題へのよりきめ

細かい対応に向けて支所を設置しており、計５か所の拠点で地域包括ケ

アシステムを推進します。

第２層

（日常生

活圏域）

支 会

第１地区

第１支会（青梅地区）

勝沼、西分町、住江町、本町、

仲町、上町、森下町、裏宿町、天ヶ瀬町、

滝ノ上町、大柳町、日向和田

第８支会（東青梅地区） 東青梅、根ヶ布、師岡町

第２地区 第２支会（長淵地区） 駒木町、長淵、友田町、千ヶ瀬町

第４支会（梅郷地区） 畑中、和田町、梅郷、柚木町

第５支会（沢井地区） 二俣尾、沢井、御岳本町、御岳、御岳山

第 10 支会（河辺地区） 河辺町

第３地区
第３支会（大門地区）

吹上、野上町、大門、塩船、谷野、

木野下、今寺

第６支会（小曾木地区） 富岡、小曾木、黒沢

第７支会（成木地区） 成木

第９支会（新町地区） 新町、末広町

第 11 支会（今井地区） 藤橋、今井

第３地区

第１地区
第２地区
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（３）日常生活圏域別高齢者数・高齢化率

日常生活圏域別の高齢者数等をみると、第３地区では、高齢者数が

16,536 人と最も多くなっています。一方、第１地区では、総人口が

24,779 人と最も少ないこともあり、高齢者数も 9,037 人と最も少なく

なっていますが、高齢化率は 36.5％と最も高くなっています。

また、支会別でみると、高齢者数が最も多くなっているのは長淵地区

の 6,795 人で、高齢化率が最も高くなっているのは小曾木地区の

53.5％です。

資料：住民基本台帳（外国人登録含む）（令和８年１月１日現在）

第１地区 第２地区 第３地区

総人口 24,779 46,623 57,167

高齢者総数 9,037 16,455 16,536

前期高齢者（65～74歳） 3,857 6,813 6,689

後期高齢者（75歳以上） 5,180 9,642 9,847

高齢化率 36.5% 35.3% 28.9%

総人口に占める前期高齢者
の割合

15.6% 14.6% 11.7%

総人口に占める後期高齢者
の割合

20.9% 20.7% 17.2%

資料：住民基本台帳（外国人登録含む）（令和８年１月１日現在） ※（ ）内は高齢化率

9,622

15,157

19,251

9,697

2,920

14,755

21,433

2,984

1,413

20,682

10,655

3,787(39.4%)

5,250(34.6%)

6,795(35.3%)

3,562(36.7%)

1,296(44.4%)

4,802(32.5%)

5,697(26.6%)

1,596(53.5%)

734(51.9%)

4,962(24.0%)

3,547(33.3%)

0 5,000 10,000 15,000 20,000

青梅地区

東青梅地区

長淵地区

梅郷地区

沢井地区

河辺地区

大門地区

小曾木地区

成木地区

新町地区

今井地区

人口・高齢者数・高齢化率

人口 高齢者数

（人）

第
１
地
区

第
２
地
区

第
３
地
区
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（４）支会別推計人口（後期高齢者）の状況

支会別の後期高齢者の人口について、市の東部に位置する大門地

区・河辺地区・新町地区と、東青梅地区の南部や青梅地区の東部で、

2040年にかけての増加が顕著となっています（右図赤丸）。

梅郷地区や青梅地区の西部および、今井地区、新町地区では、2030

年にかけて微増し、その後は横ばいの見込みです。なお、新町地区では

年代構成を踏まえると、その後 2060 年にかけて後期高齢者人口が増

加する見込みです。

沢井地区では 2030 年にかけて横ばいで推移し、2040 年にかけて

は後期高齢者数が減少する見込みです。

長淵地区・小曾木地区・成木地区では 2020 年から 2040 年を通し

て、概ね横ばいで推移する見込みです。

資料：地域包括ケア「見える化」システム

沢井

成木
小曾木

今井

新町

大門

長淵

河辺

東青梅

青梅

梅郷

2020 年

2030 年

2040 年
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（５）ひとり暮らし高齢者世帯・高齢者のみ世帯数の推移

令和７年度の本市の高齢者世帯数は、ひとり暮らし高齢者世帯が

11,726 世帯、高齢者のみ世帯が 8,166 世帯で、共に年々増加してい

ます。

特にひとり暮らし高齢者世帯の増加が顕著となっており、令和７年度

は令和２年度の約 1.2 倍となっています。

資料：青梅市（右図を含む）

9,833 10,188 10,541
11,000 11,287

11,726

7,906 8,001 8,018 8,103 8,138 8,166

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

令和２年度令和３年度令和４年度令和５年度令和６年度令和７年度

ひとり暮らし高齢者世帯数 高齢者のみ世帯数

（６）支会別ひとり暮らし高齢者世帯・高齢者のみ世帯の数と割合

支会別にみると、特に成木地区・沢井地区でひとり暮らし高齢者世帯・

高齢者のみ世帯の割合が高くなっています。

一方で、ひとり暮らし高齢者世帯の実数については、東青梅・河辺・長

淵の各支会で 1,700世帯程度と多くなっています。
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（１）各調査の実施概要

※配布数・回収数・回収率のカッコ内は前回

（２）各調査の項目

①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

●家族や生活状況 ●からだを動かすこと

●食べること ●毎日の生活

●地域での活動 ●就労

●たすけあい ●健康

●認知症にかかる相談窓口の把握

●介護サービスと住まい（暮らし）の意向

●生きがいや充実感 ●週１回以上の活動状況

●日常生活での不安・心配 ●認知症の対策

区分

① ② ③

介護予防・日常生活

圏域ニーズ調査
在宅介護実態調査

介護サービス事業所

調査

対象者

市内在住の

65歳以上高齢者

（施設入所者および介

護認定要介護１から５

までの被保険者を除く）

要支援・要介護認定

を受けている方で、

更新申請・区分変更

申請で認定調査を

受けた在宅の方

(施設入所者除く）

市内の介護サービス

事業所および施設

調査

方法

郵送による配布・回

収

自宅訪問により配布

し、郵送により回収

電子メールおよび電

子申請システム

配布数 3,200 (3,200) 786 (773) 150 (147)

回収数 2,678 (2,577) 541 (419) 142 (134)

回収率 83.7％ (80.5％) 68.8％ (54.2％) 94.7％ (91.2％)

●市が充実させるべき取組 ●フレイル

●地域包括支援センター ●地域福祉コーディネーター

●敬老事業

●高齢者温泉保養施設利用助成事業

●自由意見

②在宅介護実態調査

●在宅限界点の向上のための支援・サービス提供体制

●仕事と介護の両立に向けた支援・サービスの提供体制

●保険外の支援・サービスを中心とした地域資源の整備

●将来の世帯類型の変化に応じた支援・サービスの提供体制

●医療ニーズの高い在宅療養者を支える支援・サービスの提供体制

●サービスの未利用の理由など

●自立支援に必要なサービス

●市が充実させるべき取組

③介護サービス事業所調査

●事業所の概要および運営

●サービスの提供

●第 10 期計画に参入を検討しているサービス

●地域貢献 ●在宅生活改善調査

●居所変更実態調査 ●介護人材実態調査

●介護保険制度への自由意見
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（３）各調査の回答者属性

①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

年代構成について、今回調査は 75 歳以上の後期高齢者が半数以上

を占めており、前回調査から回答者層が高齢化しています。

地区（支会）別、世帯類型別の回答者構成は以下のとおりです。

21.5 

20.2 

30.7 

24.4 

23.3 

25.9 

15.1 

18.0 

6.6 

8.1 

2.3 

2.8 

0.7 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回

今回

65歳～69歳 70歳～74歳 75歳～79歳 80歳～84歳

85歳～89歳 90歳以上 無回答

青梅 東青梅 長渕 河辺 梅郷 沢井

9.4 12.2 16.2 11.5 8.7 3.2

大門 新町 今井 小曾木 成木 無回答

13.9 11.9 7.8 2.8 1.7 2.4

19.9 40.3 

4.4 

14.5 15.8 5.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１人暮らし 夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）

夫婦２人暮らし（配偶者64歳以下） 息子・娘との２世帯

その他 無回答

②在宅介護実態調査

世帯構成・要介護度・認知症自立度について、下記の構成となってい

ます。

③介護サービス事業所調査

介護サービス事業所調査の回答事業所のサービス別内訳は、以下の

とおりです。

単身世帯

29.8 

要支援２以下

39.4 

自立＋Ⅰ

45.6 

夫婦のみ世帯

30.7 

要介護１・２

39.8 

Ⅱ

33.5 

その他

38.1 

要介護３～５

20.8 

Ⅲ/Ⅳ/M

20.9 

無回答

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

世帯構成

要介護度

認知症自立度

訪問介護（訪問型
サービスを含む）

訪問看護 訪問入浴介護 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

15.5 10.6 9.9 2.1 4.2

12.0 7.7 2.8 2.8

介護老人福祉施設
認知症対応型
共同生活介護

介護老人保健施設 介護医療院
特定施設入居者

生活介護

16.9 4.9 2.1 2.1 0.7

小規模多機能型
居宅介護

看護小規模多機能型
居宅介護

福祉用具貸与

1.4 1.4 2.8

訪問系サービス（計26.8％）

通所系サービス（計25.4％）

施設系サービス（計26.8％）

居宅介護支援

通所介護（通所型
サービスを含む）

地域密着型通所介護
認知症対応型

通所介護
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

その他（計5.6％）
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（１）65 歳健康寿命

健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活で

きる期間を言います。

東京都では、健康寿命について、65 歳の人が何らかの障害のために

要介護認定を受けるまでの状態を「健康」と考え、その障害のために認

定を受ける年齢を平均的に表すものを、東京保健所長会方式の 65 歳

健康寿命として算出しています。

算出方法は、65 歳の人が要支援・要介護の認定を受けるまでの平均

自立期間（※）を足したものであり、介護保険の要介護・要支援度を用い

て「要支援１以上の認定を受けるまでの平均自立期間で算出した場合」

と、「要介護２以上の認定を受けるまでの平均自立期間で算出した場合」

の２つのパターンで算出しています。

本市と東京都を比較すると、「要支援１以上」の男女で本市が東京都を

上回って推移しています。「要介護２以上」については、概ね東京都と同

水準で推移しています。

また、特に男性では要支援・要介護共に近年上昇傾向がみられ、健康

意識の高まりが伺えます。

資料：東京都都内各市区町村の 65歳健康寿命

81.43 81.57 81.60 81.68 81.82 81.98

84.01 84.15 84.07 83.85 83.97 83.98

81.28 81.40 81.37 81.25 81.25 81.21

82.81 82.93 82.99 82.93 83.00 82.98

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

87.00

令和

元年

令和

２年

令和

３年

令和

４年

令和

５年

令和

６年

要支援１以上の認定を

受けるまでの期間

青梅市（男性） 青梅市（女性）

東京都（男性） 東京都（女性）

（歳）

82.68 82.83 82.79

82.85 83.00 83.11

86.33
86.52

86.28 86.05
86.21 86.29

82.93 83.09 83.01

82.83 82.83 82.81

86.02 86.21 86.19
86.01 86.06 86.06

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

87.00

令和

元年

令和

２年

令和

３年

令和

４年

令和

５年

令和

６年

要介護２以上の認定を

受けるまでの期間

青梅市（男性） 青梅市（女性）

東京都（男性） 東京都（女性）

（歳）
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（２）各種健康リスクの判定結果 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

各種健康リスクの該当者割合についてみると、全体で大きな変化はあ

りません。

令和４年調査と令和７年調査を詳細に分析すると、年代別でリスクが

低下している項目もあり、介護予防・健康づくりの取組により、高齢化が

進む中でもリスク該当者割合の上昇を抑えられていると評価できます。

各種リスク 運動機能 転倒 閉じこもり 認知機能 うつ傾向

令和元 13.0％ 27.3％ 15.1％ － 39.0％

令和４ 12.7％ 27.6％ 17.3％ 40.8％ 42.1％

令和７ 12.2％ 26.4％ 16.9％ 37.8％ 42.5％

令和４年から令和７年で大きく変化した項目 該当割合

運動機能リスク（80～84 歳） 20％→16％

認知機能リスク（65～69 歳） 38％→31％

認知機能リスク（80～84 歳） 52％→45％

（３）フレイル予防について 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

フレイル予防についての取組状況と、今後もっと取り組みたいことにつ

いてみると、「健康診断の受診」「趣味」「ウォーキング」がいずれにおいて

も多くなっています。

また、「認知症検査の受診」で「今後もっと取り組みたい」が「取組状況」

と比べて多くなっています。

64.8 

43.4 

43.0 

37.1 

34.8 

27.3 

24.0 

23.5 

15.3 

12.5 

8.6 

6.4 

5.5 

6.5 

5.9 

31.6 

28.6 

32.3 

17.8 

20.8 

19.1 

12.4 

18.3 

12.3 

12.5 

18.1 

6.3 

6.7 

18.0 

10.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

健康診断の受診

趣味

ウォーキング

歯科検診の受診

人付き合い

体操

仕事

脳トレ

栄養改善（低栄養予防）

健康相談の利用

認知症検査の受診

社会貢献・ボランティア

ジム通い（スポーツジム）

特になし

無回答

取組状況

今後もっと取り組みたい
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（１）高齢者の就業状況

※令和７年国勢調査の結果は９月頃に公開予定です。参考として、令

和２年国勢調査の結果を下記に掲載していますが、今後新しいデータへ

と差し替えます。

資料：国勢調査（令和２年）（カッコ内は平成 27年調査との差）

区分 青梅市 東京都 全国

就業者総数（15 歳以上） 56,528 5,962,306 57,643,225

高齢者就業者数（65 歳以上）
9,338

（+1,828）

796,132

（+54,344）

8,724,474

（+1,198,895）

（就業者総数に占める割合）
16.5％（+3.2） 13.4％

（+0.9）

15.1％（+2.1）

65～74 歳就業者数
7,188

（+1,029）

576,476

（+8,694）

6,697,603

（+757,982）

（就業者総数に占める割合） 12.7％（+1.8） 9.7％（+0.1） 11.6％（+1.3）

75 歳以上就業者数
2,150

（+799）

219,656

（+45,650）

2,026,871

（+440,913）

（就業者総数に占める割合） 3.8％（+1.4） 3.7％（+0.8） 3.5％（+0.8）

（２）シルバー人材センター

シルバー人材センターについて、登録者数は合計で 1,047 人、実就

業者数は合計で 762人となっており、令和４年からいずれも微減してい

ます。

年代別にみると、75～79歳が最も多くなっています。

また 69 歳以下の区分では登録会員数に対する就業実会員数の割合

がそれ以上の年代より低くなっています。

資料：シルバー人材センター事業報告

13

104

239
295

185

11

27

55

75

43

24

131

294

370

228

3
59

178
225

142

4

19

43

56

33

7

78

221

281

175

0

50

100

150

200

250

300

350

400

60～ 64歳 65～ 69歳 70～ 74歳 75～ 79歳 80歳 以上

男性 女性 男性 女性

登録会員数 就業実会員数

令和４ 1,081 789

令和７ 1,047 762

登録会員数 就業実会員数
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（３）高齢者クラブ

高齢者クラブの団体数・会員数はともに減少傾向にあります。

特に高齢者クラブ会員数は減少が進んでおり、令和８年度は令和５年

度に比べて２割減って 3,426人となっています。

資料：行政報告（各年４月１日時点）

52
49 49 48 48

46

5,009

4,422
4,226

3,910
3,680

3,426

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

10

20

30

40

50

60

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

令和

６年度

令和

７年度

令和

８年度

高齢者クラブ団体数 高齢者クラブ会員数

（４）介護予防に向けた「通いの場」

通いの場に関する取組の参加人数合計数は、令和３年度の805人か

ら令和７年度の 1,354人へと増加しています。

特に、令和６年度から開始した「フレイル予防に関する健康教育・健康

相談」で増加しており、令和７年度時点で、最も多い465人となっていま

す。

30 54 58 106 130

574
665 675

434 408

201
259 360

462 351

178 465
805

978
1,093

1,180

1,354

0

500

1,000

1,500

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

令和

６年度

令和

７年度

フレイル予防に関する健康教育・健康相談 参加人数

介護予防教室（包括） 参加人数

介護予防教室（市） 参加人数

介護予防講演会 参加人数
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（５）地域活動への参加状況 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

各種地域活動の参加率について、令和元年度からの推移をみると、多

くの活動で令和４年度に低下したものが回復傾向にあります。

令和４年度の通いの場の参加率について、報告書が公開されている

近隣自治体と比較すると、都内の各市よりもやや高い水準です。

※報告書が公開されている自治体を比較

◆圏域・地区別の状況

年度

各種地域活動グループに月１回以上参加している割合

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ｽﾎﾟｰﾂ

関係
趣味関係

介護予防

通いの場

高齢者

クラブ
自治会

令和元 6.4％ 19.5％ 23.1％ 8.2％ 5.0％ 8.1％

令和４ 5.2％ 17.7％ 16.7％ 5.5％ 4.3％ 7.0％

令和７ 6.1％ 17.7％ 18.2％ 6.1％ 4.6％ 6.7％

（令和４年度）介護予防の通いの場に月１回以上参加している割合

青梅市 昭島市 武蔵村山市 東大和市 埼玉県狭山市

5.5％ 4.0％ 4.7％ 5.4％ 11.3％

圏域

各種地域活動グループに月１回以上参加している割合

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ｽﾎﾟｰﾂ

関係
趣味関係

介護予防

通いの場

高齢者

クラブ
自治会

第１ 7.4％ 18.2％ 18.7％ 6.2％ 5.8％ 7.4％

第２ 6.3％ 17.1％ 19.1％ 6.0％ 4.6％ 6.5％

第３ 4.9％ 17.9％ 17.4％ 6.4％ 4.0％ 6.5％

最も高

い地区

沢井

10.2％

梅郷

21.4％

梅郷

25.8％

沢井

11.4％

沢井

10.3％

小曾木

12.2％

最も低

い地区

大門

4.0％

成木

10.8％

今井

12.0％

成木

2.2％

成木

2.2％

長淵・梅郷

同率

5.5％

（６）主観的な幸福度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

主観的な幸福度（「とても不幸」を０点、「とても幸せ」を 10 点としたと

きの点数）についてみると、前回から「８点以上」の割合がわずかに増え

ている一方で、「４点以下」の割合も増えています。

令和４年度の幸福度について、近隣自治体や東京都・全国平均と比べ

て概ね同じからやや低い水準となっています。

※報告書が公開されている自治体および地域包括ケア「見える化」システム

登録自治体を比較

1.6 

2.1 

4.7 

6.4 

20.3 

18.4 

25.0 

23.4 

28.2 

30.2 

14.8 

15.0 

5.5 

4.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回

今回

２点以下 ３・４点 ５点 ６・７点

８・９点 10点 不明・無回答

（令和４年度）主観的な幸福度が８点以上の割合

青梅市 武蔵村山市 東大和市 埼玉県狭山市 あきる野市

43.0％ 51.1％ 44.2％ 43.9％ 44.9％

立川市 八王子市 東京都平均 全国平均

43.3％ 48.7％ 45.9％ 45.3％

- 19 -



（１）市が行うべき災害対策 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

高齢者が考える、市が行うべきだと考える災害対策としては、前回同

様「災害時における高齢者の受け入れ機関の強化・連携」が最も多くなっ

ています。

全ての取組で前回よりニーズが増加していますが、特に「避難所内に

介護・医療用物資の備蓄」で 10 ポイント以上増加しています。

55.7 

54.3 

49.3 

46.8 

42.0 

39.2 

36.1 

33.0 

18.0 

1.3 

6.7 

46.3 

43.6 

45.7 

39.0 

39.3 

37.0 

32.3 

32.8 

15.1 

1.9 

11.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

災害時における高齢者の

受け入れ機関の強化・連携

避難所内に介護・医療用物資の備蓄

高齢者に分かりやすい災害時の

避難場所の周知など

避難所のバリアフリー化

（トイレの洋式化、段差解消など）

高齢者に分かりやすい防災情報の

日常的提供

地域住民によるお互い同士の

声掛け推進

防災グッズの普及

日頃の見守り活動の実施（自治会や

民生委員による声掛けなど）

ハザードマップの見直し

その他

無回答

今回

前回

（２）取り組むべき災害対策 介護サービス事業所調査

事業所が考える、市が行うべきだと考える災害対策としては、「他市や

企業等との災害時応援体制の充実」が最も多くなっています。

また、「市の総合防災訓練における介護事業所の参加拡大」が、前回

から 13.5 ポイント増加しています。

※１：前回は「市内の介護サービス事業所の介護用品等の提供（貸与含む）に

関する協定締結」

※２：前回は「福祉施設・事業所間で人材の相互派遣について協定締結」

76.1 

73.2 

64.8 

53.5 

51.4 

48.6 

47.2 

37.3 

51.5 

59.0 

47.0 

59.0 

52.2 

50.7 

41.8 

39.6 

35.1 

35.8 

38.1 

0% 20% 40% 60% 80%

他市や企業等との災害時

応援体制の充実

避難所に介護・医療用物資、

医療品等の確保

避難所に介護・医療用物資の備蓄

医療品等の確保に関する協定締結

災害時に高齢者等に対する避難場所の

周知など分かりやすい情報の発信

災害時の安否確認、避難支援の

協力体制構築

高齢者等の受け入れ施設

（市避難所以外）の強化・連携

災害時における高齢者等の受け入れ

施設（機関）の強化・連携

一時的な避難場所としての施設の開放

要介護者等の受け入れ可能施設の増加

市の総合防災訓練における

介護事業所の参加拡大

市内の介護サービス事業所の

介護用品等の提供 ※１

人材の相互派遣 ※２

今回

前回

選択肢を統合

選択肢を統合
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（１）住まいの希望 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

在宅で生活する要介護認定を受けていない高齢者の、介護が必要に

なった場合の住まいの希望については、「自宅で暮らしたい」が合計

61.7％となっており、「特別養護老人ホームなどに入りたい」の12.6％を

大きく上回っています。

14.6 47.1 12.6 20.0 

0.7 

5.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族や近隣、友人に支えられながら自宅で暮らしたい

介護サービスを利用しながら自宅で暮らしたい

特別養護老人ホームなどに入りたい

わからない

その他

不明・無回答

（２）施設等サービスの検討状況 在宅介護実態調査

在宅で生活する要介護認定を受けている高齢者の、施設等への入所

の検討状況が「検討中」または「申請済み」の割合は、下表のとおりです。

要介護度別にみると、単身世帯では要介護１・２から、夫婦のみ世帯と

その他世帯では要介護３以上で３割を超えています。

また、認知症自立度別にみると、単身世帯では認知症自立度Ⅱから、

夫婦のみ世帯とその他世帯では認知症自立度Ⅲ以上で３割を超えてい

ます。

※カッコ内は前回調査結果

要介護度別 要支援１・２ 要介護１・２ 要介護３以上

単身世帯 12.1％ 33.3％ 40.0％

夫婦のみ世帯 13.7％ 16.2％ 31.8％

その他世帯 9.5％ 21.8％ 37.0％

認知症自立度別 自立＋Ⅰ Ⅱ Ⅲ以上

単身世帯 15.4％（12.7％） 33.3％（30.0％） 35.0％（30.8％）

夫婦のみ世帯 14.3％（10.6％） 13.8％（11.1％） 35.0％（60.9％）

その他世帯 10.0％（17.6％） 19.1％（25.9％） 44.0％（46.7％）
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（３）在宅生活継続に向けて必要なサービス 在宅介護実態調査

在宅で生活する高齢者の施設等の検討状況（前ページ）をみると、

☞ [単身世帯]では要介護１や認知症自立度Ⅱから、

☞ [単身世帯以外]では要介護３や認知症自立度Ⅲから、

施設等への入所を検討・申請している割合が高くなることが分かりました。

これらの属性において、在宅生活継続に向けて必要だと思うサービス

として上位だったものが以下の表の項目です。

多くの属性で[外出同行][移送サービス]が上位となっており、外出支

援が共通の課題となっています。

一方で、[単身世帯]の要介護３以上・認知症自立度Ⅱなどでは[見守

り・声掛け]が上位で、安全な暮らしの維持に向けたニーズがみられます。

また老々介護が想定される夫婦世帯では[掃除・洗濯]が

高く、在宅生活継続に向けて細かな家事支援のニーズが高ま

っていることがうかがえます。

属性 在宅生活継続に必要と感じる支援・サービス

要介護

１・２
単身世帯

①[外出同行]53％ ②[配食]47％

③[買い物][ゴミ出し]40％

要介護

３以上

単身世帯 ①[ゴミ出し][外出同行]43％ ③[見守り・声掛け]36％

夫婦世帯 ①[移送サービス]39％ ②[掃除・洗濯][買い物]35％

その他
①[移送サービス]44％ ②[見守り・声掛け]30％

③[外出同行]26％

自立度

Ⅱ
単身世帯

①[外出同行]64％

②[見守り・声掛け][配食]44％

自立度

Ⅲ以上

単身世帯
①[調理]42％

②[配食][買い物][ゴミ出し][外出同行]37％

夫婦世帯 ①[買い物][移送サービス]41％ ③[掃除・洗濯]36％

その他
①[見守り・声掛け]42％②[移送サービス]38％

③[外出同行]33％

（４）在宅生活継続に向けた状況や課題 介護サービス事業所調査

居宅介護支援・小規模多機能型居宅介護事業所への調査によると、

自宅・サービス付き高齢者向け住宅等に居住する利用者のうち、在宅等

での生活の維持が難しいと考えられる人の割合は 6.5％となっています。

在宅生活の維持が難しくなっている理由としては、「認知症状の悪化」

が 70.8％と最多で、前回から 10.8 ポイント増加しています。

70.8 

62.5 

41.7 

50.0 

33.3 

4.2 

45.8 

37.5 

37.5 

60.0 

48.6 

42.9 

42.9 

25.7 

5.7 

40.0 

31.4 

22.9 

0% 20% 40% 60% 80%

認知症状の悪化

必要な身体介護の発生・増大

必要な生活支援の発生・増大

その他本人の状態等の悪化

医療的ケア・医療処置の必要性の高まり

本人の状態等の改善

本人がサービスの利用を望まないから

費用負担が重く、サービスを

受けられないから

居住環境が不便であるから

本
人

の
状

態
本

人
等

の
意
向

今回

前回

生活上の問題はない利用者

生活の維持が難しい利用者

6.5％（2,251 人中 147 人）

本
人
等
の
意
向

本
人
の
状
態
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（１）認知症高齢者の状況

認定調査時に認知症高齢者自立度（Ⅰ）以上となった人数は、令和６

年度に 6,711 人となっています。

また、先述のとおり在宅生活の継続が難しくなる自立度（Ⅲ以上）の人

数は令和６年度に 2,933 人となっており、令和元年度から約 13％増加

しています。

◆認定調査時に認知症高齢者自立度（Ⅰ）以上となった人数の推移

資料：厚生労働省「介護保険総合データベース」／

地域包括ケア「見える化」システム

※令和２年度～令和５年度は、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置の影響

で認定調査を受けた人数が少ないため、参考値となります。

1,002 947 779 847 1,094 1,162

2,138 1,972
1,526 1,683

2,268 2,556

2,652
2,469

1,833
1,872

2,516
2,993

5,792
5,388

4,138
4,402

5,878

6,711

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（Ⅰ）の認定者数 （Ⅱ）の認定者数 （Ⅲ以上）の認定者数

（２）市で行っている見守り施策・認知症施策の認知度

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

市で行っている見守り施策・認知症施策の認知度（「内容を含め詳しく

知っている」「大体の内容は知っている」の合計）についてみると、民生・

児童委員による見守りが 18.7％と他の事業に比べて高いものの、前回

から 3.5 ポイント低下しています。

全体的に認知度は横ばいまたは低下となっていますが、「認知症高齢

者位置探索支援サービス」はわずかに上昇しています。

18.7 

11.6 

6.5 

7.9 

6.6 

4.8 

4.0 

5.2 

1.9 

22.2 

13.4 

6.4 

8.8 

6.6 

4.3 

3.9 

3.5 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

民生・児童委員による見守り

地域包括支援センターによる見守り

見守り支援ネットワーク

認知症カフェ（うめカフェ）

認知症サポーター

認知症家族会

「青梅市認知症支援ガイドブック」

（認知症ケアパス）

認知症高齢者位置探索支援サービス

（ＧＰＳ機器の貸与）

チームオレンジ

今回

前回

参考値
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（３）認知症の人が安心して在宅で暮らせるために必要なもの

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

認知症の人が安心して在宅で暮らせるために必要なものについては、

「介護する人の負担を減らず取組」が57.1％ともっとも高くなっています。

また、「心配事を気軽に相談できる場所」が前回から 7.4 ポイント増加し

ています。加えて、「認知症の人がいきがいを感じられる取組」も増加し

ており、家族視点・本人視点など当事者の視点に立った認知症施策の推

進が求められています。

57.1 

51.0 

44.0 

20.4 

19.5 

17.6 

14.6 

0.8 

6.2 

5.0 

50.4 

47.0 

36.6 

21.7 

15.7 

17.9 

14.2 

1.1 

6.2 

11.8 

0% 20% 40% 60%

介護する人の負担を減らす取組

認知症の人が利用できる

介護サービスの充実

心配事を気軽に相談できる場所

近所の人の認知症への

正しい理解

認知症の人がいきがいを

感じられる取組

近所で認知症の人や家族を

見守る体制作り

行方不明になった高齢者の

早期発見の取組

その他

特にない

無回答

今回

前回

（４）認知症に対するイメージ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

認知症に対するイメージとして、[Ａ．認知症になっても、できることや

役割があると思う]や[Ｂ．認知症の人の意見や気持ちは尊重されるべき

だと思う]は「当てはまる」「どちらかというと当てはまる」の合計が６割以

上と、一定の浸透がみられます。

一方で、[Ｃ．認知症になっても、地域で今までどおり暮らせると思う]

と[Ｄ．認知症になったら、施設や病院で暮らすほうがいいと思う]につい

ては、肯定的な回答と否定的な回答が共に４～５割台で、住まいや暮らし

に対するイメージは人によって異なる状況です。

また、[Ｅ．認知症の人は自分での判断が難しく、周囲が決めることが

多いイメージがある]は「当てはまる」「どちらかというと当てはまる」の合

計が約８割で、権利擁護に対するニーズがみられます。

24.1 

30.8 

12.2 

19.8 

36.8 

38.4 

42.6 

32.7 

29.1 

42.9 

15.3 

11.7 

29.8 

25.9 

6.5 

11.0 

4.3 

14.3 

14.9 

4.3 

11.2 

10.6 

10.9 

10.5 

9.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ．認知症になっても、できることや

役割があると思う

Ｂ．認知症の人の意見や気持ちは

尊重されるべきだと思う

Ｃ．認知症になっても、地域で

今までどおり暮らせると思う

Ｄ．認知症になったら、施設や病院で

暮らすほうがいいと思う

Ｅ．認知症の人は自分での判断が難しく、

周囲が決めることが多いイメージがある

当てはまる どちらかというと当てはまる

どちらかというと当てはまらない 当てはまらない

無回答 う
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（１）要介護（要支援）認定者数等の現状

認定者数・認定率は、令和５年以降増加しています。これは、高齢者の

内訳として後期高齢者が増加しているためと考えられます。

第９期計画の計画値と比較すると、令和７年度実績で計画値比 99％

となっており、概ね計画通りの推移となっています。

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末時点）

◆第９期計画の計画値と実績値の比較（各年 10月１日時点）

857 874 923 1,029 1,065

760 770 785 840 953
1,101 1,188 1,211 1,237 1,255
954 926 904 997 1,041
866 850 848

875 901
1,031 1,015 983

975 1,014679 674 710
683

704
6,248 6,297 6,364 6,636

6,933

15.8% 15.9% 15.9%
16.5%

17.1%
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10,000

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

認定者数・認定率の推移

要支援１ 要支援２ 要介護１

要介護２ 要介護３ 要介護４

要介護５ 認定率

（人）

高齢者人口 要支援・要介護者数

令和６年度 令和７年度 令和６年度 令和７年度

計画値 40,312 40,605 6,808 7,031

実績値 40,262 40,554 6,636 6,933

対計画比 100％ 100％ 97％ 99％

令和７年度時点の要支援・要介護者数について、要介護度別にみると、

要支援１・２は実績値が計画値を上回っています。一方で、要介護１～５

では実績値が計画値を下回っています。

要介護度別の調整済み認定率（年代や性別の構成による影響を除外

した認定率）は、要支援１～要介護１までは大きな変動はない一方、要介

護２以上では若干の低下がみられます。

これらを踏まえ、全体の介護予防の取組としては想定通りであった一

方、要支援１～要介護１の方を対象とした重度化防止については想定以

上の成果がみられます。

◆要介護度別 要支援・要介護者数（令和７年度）

◆調整済み認定率の推移（各年３月末）

資料：介護保険事業状況報告／地域包括ケア「見える化」システム

要支援

１

要支援

２

要介護

１

要介護

２

要介護

３

要介護

４

要介護

５

計画値 1,015 925 1,299 1,081 964 1,112 794

実績値 1,065 953 1,255 1,041 901 1,014 704

対計画比 105％ 103％ 97％ 96％ 93％ 91％ 89％

要支

援１

要支

援２

要介

護１

要介

護２

要介

護３

要介

護４

要介

護５

令和３年 2.2 1.9 2.7 2.4 2.1 2.5 1.7

令和４年 2.1 1.9 2.8 2.3 2.1 2.5 1.6

令和５年 2.1 1.8 2.8 2.1 1.9 2.3 1.6

令和６年 2.2 1.9 2.7 2.2 2.0 2.2 1.5

令和７年 2.3 1.9 2.8 2.2 1.9 2.2 1.5
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（２）サービス系統受給者数の推移

サービス系統別受給者数は、令和６年以降の第９期計画の期間にお

いて、在宅受給者数と施設居住者数が増加しています。

利用率でみると大きな変化はなく、認定者数の増加がサービス受給者

数の増加につながっているとみられます。

◆サービス利用率

※令和７年度は 11月利用分までのデータであり、今後更新します。

資料：介護保険事業状況報告

1,210 1,304 1,305 1,342 1,346 1,361 1,377 1,432 1,482
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４年

令和

５年

令和

６年

令和

７年

サービス系統別受給者数の推移

施設受給者数 居住系受給者数 在宅受給者数

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

在宅サービス 46.2％ 45.4％ 45.3％ 44.7％

居住系サービス 3.8％ 3.9％ 3.7％ 3.8％

施設サービス 21.8％ 21.2％ 21.3％ 20.8％

（３）サービス別給付費の推移・第９期計画の振り返り

介護予防サービスは、令和７年度時点で計画比＋22.6％と、要支援

１・２の認定者が見込みより多いことにより、給付費も超過しています。

詳細にみると、介護予防訪問リハビリテーション、特定介護予防福祉

用具購入費、介護予防住宅改修の利用が伸びています。

一方、介護予防訪問入浴介護や介護予防認知症対応型通所介護、介

護予防小規模多機能型居宅介護は見込みより給付が少なくなっていま

すが、それぞれ利用数が少ないサービスのため、全体への影響は限定的

です。 単位：千円

令和６ 令和７ 令和６・７年度計

実績値 計画値 対計画比

介護予防サービス（地域密着型含む）

介護予防訪問入浴介護 105 11 843 13.8%

介護予防訪問看護 24,471 31,985 53,844 104.9%

介護予防訪問リハビリテーション 9,866 11,268 17,566 120.3%

介護予防居宅療養管理指導 10,632 12,736 23,371 100.0%

介護予防通所リハビリテーション 54,127 58,699 101,886 110.7%

介護予防短期入所生活介護 1,393 1,742 3,858 81.3%

介護予防短期入所療養介護（老健） 260 95 407 87.2%

介護予防福祉用具貸与 33,627 41,671 70,393 107.0%

特定介護予防福祉用具購入費 2,512 3,636 4,150 148.1%

介護予防住宅改修 11,501 12,120 17,685 133.6%

介護予防特定施設入居者生活介護 33,223 36,230 83,476 83.2%

介護予防認知症対応型通所介護 76 0 1,286 5.9%

介護予防小規模多機能型居宅介護 6,300 5,114 25,098 45.5%

介護予防支援 34,364 40,527 73,702 101.6%

計 292,497 299,527 482,953 122.6%
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居宅サービスについては、令和７年度時点で計画比 7.6％差の

92.4％となっており、要介護１～５の認定者が見込みよりも若干少ない

ため給付費が見込みより少なくなっています。

サービス別にみると、訪問入浴介護、短期入所療養介護（老健）、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護で利用が少なくなっています。

計画値を超過しているのは訪問介護のみとなっています。

単位：千円

令和６ 令和７ 令和６・７年度計

実績値 計画値 対計画比

居宅サービス（地域密着型含む）

訪問介護 371,639 449,858 736,567 111.5%

訪問入浴介護 75,286 63,037 210,832 65.6%

訪問看護 294,219 332,914 640,151 98.0%

訪問リハビリテーション 92,618 85,274 204,075 87.2%

居宅療養管理指導 106,365 123,687 240,197 95.8%

通所介護 781,959 872,609 1,762,671 93.9%

通所リハビリテーション 412,459 426,140 963,051 87.1%

短期入所生活介護 245,946 265,519 566,385 90.3%

短期入所療養介護（老健） 32,711 27,776 108,934 55.5%

福祉用具貸与 294,141 314,664 634,003 96.0%

特定福祉用具購入費 11,680 12,778 27,849 87.8%

住宅改修費 19,616 15,612 40,394 87.2%

特定施設入居者生活介護 291,960 338,831 653,682 96.5%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 7,520 22,308 63,488 47.0%

地域密着型通所介護 251,867 233,675 532,398 91.2%

認知症対応型通所介護 136,472 145,885 298,065 94.7%

居宅介護支援 456,174 469,906 1,065,077 86.9%

計 3,882,631 4,200,475 8,747,819 92.4%

居住・施設系および小規模多機能型サービスについては、令和７年度

時点で計画比 0.3％差の 99.7％となっており、計画通りの推移です。

サービス別にみると、介護小規模多機能型居宅介護で計画値を超過

しています。

単位：千円

令和６ 令和７ 令和６・７年度計

実績値 計画値
対計画

比

居住・施設系および小規模多機能型サービス（地域密着型含む）

介護老人福祉施設 3,383,496 3,704,417 7,127,445 99.4%

介護老人保健施設 1,286,057 1,399,287 2,657,138 101.1%

介護医療院 121,177 262,370 406,945 94.3%

小規模多機能型居宅介護 105,150 111,942 222,424 97.6%

認知症対応型共同生活介護 298,609 286,966 604,890 96.8%

看護小規模多機能型居宅介護 83,991 116,625 179,142 112.0%

計 5,278,480 5,881,607 11,197,984 99.7%
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（５）見える化システムによる他市との比較

① 調整済み認定率

調整済み認定率については、全国・東京都・都内他市と比較して低い

水準にあります。

要介護度別にみると、要支援１から要介護３については東京都を下回

っている一方で、要介護４・５については東京都を上回っており、都内他

市と比較しても高い水準にあります。

同様の傾向（全体の認定率が低く、要介護４・５の認定率が高い）の自

治体としては、あきる野市や福生市が挙げられます。

※見える化システムとは、厚生労働省が運営するシステムで、介護保険事業に関

する現状分析や将来推計等を行うことができるものです。

※調整済み認定率とは、第１号被保険者の性・年代別人口構成による影響を除

外した認定率で、これらの要素を受けずに自治体間の比較が可能です。

資料：介護保険事業状況報告／地域包括ケア「見える化」システム
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② 高齢夫婦世帯の割合および高齢独居世帯の割合

※令和７年結果が９月頃に公開予定。以下は令和２年国勢調査

資料：国勢調査
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③ サービス系統別給付月額

サービス系統別の給付月額をみると、青梅市は全国や東京都と比べ

て施設居住系サービスの給付月額が高い一方、在宅サービスの給付月

額は低くなっています。これは、羽村市・あきる野市等と同様の傾向です。

◆調整済み第１号被保険者１人あたりサービス別給付月額（令和５年）

資料：介護保険事業状況報告／地域包括ケア「見える化」システム
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④ 施設サービス・リハビリテーション提供体制

施設サービスの定員について、青梅市は要支援・要介護者１人あたり

0.45 人と、全国の約３倍・東京都の約４倍の水準です。

あきる野市と近い水準となっています。

◆要支援・要介護者１人あたり定員（令和７年）

資料：介護サービス情報公表システム／介護保険事業状況報告／

地域包括ケア「見える化」システム

0.45

0.38

0.14

0.23
0.20

0.12 0.13
0.16

0.13 0.11
0.15

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

介護医療院

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人保健施設

介護老人福祉施設

専門職の従事者数について、青梅市は要支援・要介護者１万人あたり

84.6 人と、東京都の約２倍の水準です。

近隣市の中では、羽村市に次いで多くなっています。

◆要支援・要介護者１万人あたり専門職従事者数（令和７年）

資料：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」／介護保険事業状況報告／地

域包括ケア「見える化」システム
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（１）圏域別の事業所数の一覧

令和８年６月１日現在での市内介護サービス提供事業所数および高齢

者向け施設と住まいの件数および定員数は以下のとおりとなっています。

◆【圏域別】高齢者向け施設と住まいの件数および定員数

（上段単位：件、下段単位：人）

サービス区分 サービス種別 第１地区 第２地区 第３地区 計

介護保険

に よ る 施

設・住まい

介護老人福祉施設
2

193

8

766

14

1,618

24

2,577

介護老人保健施設
0

0

2

250

1

105

3

355

介護医療院
0

0

0

0

3

170

3

170

認知症対応型共同

生活介護

2

18

3

45

2

27

7

90

介護保険

以外の施

設・住まい

有料老人ホーム
1

26

5

129

4

157

10

312

サービス付き

高齢者向け住宅

0

0

1

35

0

0

1

35

計
5

237

19

1,225

24

2,077

48

3,539

◆【圏域別】介護サービス提供事業所数

サービス区分 サービス種別 第１地区 第２地区 第３地区 計

居宅

サービス

居宅介護支援 7 9 6 22

訪問介護 5 7 7 19

訪問入浴介護 0 3 0 3

訪問看護 5 8 8 21

訪問リハビリテーション 2 3 2 7

通所介護 4 11 16 31

通所リハビリテーション 1 2 1 4

短期入所生活介護 2 8 14 24

短期入所療養介護 0 0 3 3

特定施設入居者生活介護 0 1 1 2

福祉用具貸与 1 2 1 4

特定福祉用具販売 1 2 1 4

施設

サービス

介護老人福祉施設 2 8 14 24

介護老人保健施設 0 2 1 3

介護医療院 0 0 3 3

地域密着型

サービス

地域密着型通所介護 3 5 4 12

認知症対応型通所介護 1 2 1 4

小規模多機能型居宅介護 1 0 1 2

看護小規模多機能型居宅介護 0 2 0 2

認知症対応型共同生活介護 2 3 2 7

総合事業

サービス

訪問型サービス 4 3 6 13

通所型サービス 3 9 14 26

計 44 90 106 240
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（２）事業運営の支障となっていること 介護サービス事業所調査

事業運営の支障となっていることについて、全体では「職員の確保が

難しい」が 69.7％と最も多く、次いで「書類の作成の手間や管理」が

54.9％となっています。

サービス別にみると、訪問系サービス・施設系サービスで「職員の確保

が難しい」が約８割と特に多くなっています。

また、[通所系サービス]における「コンプライアンスの確保」や、[施設

系サービス]における「経営経費、活動資金が不足している」が、各サー

ビス区分において全体と比べて多くなっています。

※コンプライアンス：法令遵守、適正な業務遂行等

区分 全  体
居宅介護

支援
訪問系

サービス
通所系

サービス
施設系

サービス

回答者数（件） 142 22 38 36 38

職員の確保が難しい 69.7 54.5 78.9 61.1 81.6

書類の作成の手間や管理 54.9 59.1 47.4 58.3 52.6

利用者の確保が難しい 44.4 0.0 50.0 58.3 50.0

人材育成が難しい 43.7 27.3 42.1 41.7 55.3

ＩＣＴ機器等への対応 31.0 40.9 21.1 30.6 39.5

経営経費、活動資金が不足している 27.5 4.5 15.8 36.1 42.1

コンプライアンス※ の確保 14.1 9.1 2.6 27.8 15.8

（３）介護人材の離職の状況と課題 介護サービス事業所調査

前年度の職員数に対する１年間の離職者数の比率について、サービス

種別にみると、居宅介護支援の正規職員では前年度当初60人だったと

ころ、23.3％にあたる14人が離職しており、他の区分や前回調査よりも

離職者の比率が高くなっています。また、施設系サービスや小規模多機

能型の非正規職員で離職者の比率が高くなっています。

◆サービス・雇用形態別、年度当初職員数に対する離職者数の比率

職員の定着、離職防止で課題になっていることとしては、「賃金・休日

などの労働条件の処遇改善」が最多となっています。

居宅介護
支援

訪問系
サービス

通所系
サービス

施設系
サービス

小規模
多機能型

今回調査 23.3 13.4 8.2 13.1 13.0

前回調査 6.9 7.4 10.7 11.5 11.8

今回調査 16.7 16.9 16.6 22.3 26.1

前回調査 30.8 11.2 25.4 13.3 10.0

区分

正規職員

非正規職員

43.0 

28.2 

27.5 

15.5 

12.0 

12.0 

7.0 

4.9 

21.1 

2.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

賃金・休日などの労働条件の

処遇改善が不十分

人材不足により休みが安定していない

職員同士のトラブル

福利厚生、職場内の交流や

職員の健康管理などが不足している

能力・資格等を評価し、配置や処遇に

反映する仕組みがない

地域の同業他社と協力、交流、

ノウハウの共有ができていない

不満や悩みなどの相談窓口がない

その他

特になし

無回答
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５ 現状・課題の整理

（１）各分野における調査結果等からみる課題の整理

① 健康づくり・介護予防

Ø 本市の 65歳健康寿命は男女ともに東京都平均を上回って推移

しており、近年は特に男性において自立期間の上昇傾向がみら

れます。

Ø ニーズ調査における各種健康リスク（運動機能、転倒、閉じこも

り、認知機能、うつ傾向）の該当者割合も全体として大きな悪化

はなく、高齢化が進む中でも年代別（80～84歳の運動機能リス

クや 65～69 歳の認知機能リスクなど）でリスクの低下がみられ

ることから、これまでの介護予防・健康づくりの取組は一定の成

果を上げていると評価できます。

Ø 一方で、高齢者が「今後取り組みたいこと」として「認知症検査の

受診」が他の項目に比べて突出して高くなっている現状を踏まえ

ると、身体機能の維持だけでなく、精神面や認知機能の低下に

対する市民の不安は根強いと言えます。

Ø 今後は、これまでの介護予防の成果を維持しつつ、市民の関心

が高い認知症検診や早期発見に向けたアプローチを強化し、介

護予防と認知症予防を並行して一体的に推進していくことが求

められます。

② 生きがいづくり・社会参加

Ø 認知症や介護予防に関する講演会への参加人数や自主グループ

（通いの場）の箇所数は、関心の高まりにより増加傾向にあります。

Ø 一方で、地域の伝統的な社会資源である高齢者クラブの会員数

が令和５年度から令和８年度にかけて約 2 割減少しているほか、

シルバー人材センターの登録・就業者数も微減が続いており、固

定化された組織や団体における高齢者の参加離れがみられます。

Ø 本市高齢者の主観的幸福度は、近隣自治体や都・全国平均と比

較してやや低い水準にあり、また、「４点以下」の割合が３年前か

らわずかに増加しています。

Ø 高齢者がボランティア等の地域活動に望む目的の筆頭が「人と

の交流」であることから、今後は従来の組織の枠組みにとらわれ

ず、高齢者が自然な形で役割を持ち、他者とつながることで主観

的幸福感を高められるような、多様で参加しやすい生きがいづく

りの場を創出していくことが課題です。

③ 安全・安心に暮らせるまちづくり

Ø 災害対策については、市民側において「避難所内への介護・医療

用物資の備蓄」を求めるニーズが前回調査から 10 ポイント以上

増加するなど、災害時の具体的な備えに対する危機意識の高ま

りがみられます。

Ø 介護サービス事業者においては、「市の総合防災訓

練における事業所の参加拡大」を求める声が増加し

ています。
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④ 住み慣れた地域で暮らし続けること

Ø 要介護認定を受けていない高齢者の約６割が、将来介護が必要

になっても「自宅での生活継続」を希望しています。

Ø 一方で、在宅介護の実態をみると、在宅生活の「限界点（施設入

所を検討・申請し始めるタイミング）」は、「単身世帯」では要介護

１・２や認知症自立度Ⅱ、「夫婦のみ世帯」や「その他世帯」では要

介護３以上、認知症自立度Ⅲ以上となっています。

Ø また、事業所調査において在宅維持が困難になる最大の理由と

して「認知症状の悪化（70.8％）」が挙げられており、その割合は

増加傾向にあります。

Ø すべての世帯に共通する課題である「外出同行」や「移送サービ

ス」といった移動支援の充実はもとより、単身世帯における「見守

り・声掛け」の強化、老老介護が懸念される夫婦世帯における

「調理」等のきめ細かな家事支援など、世帯類型や認知症の進行

度に応じた在宅継続支援体制の整備が重要な課題です。

⑤ 見守り施策・認知症施策

Ø 本市における認知症高齢者（自立度Ⅰ以上）は令和６年度時点

で6,711 人に達しており、在宅生活の継続が特に困難となる「自

立度Ⅲ以上」の重度者も令和元年度から約 13％増加するなど、

認知症施策の重要性は一層高まっています。

Ø 一方で、市が実施している各種見守り・認知症施策（認知症高齢

者位置探索支援など）に対する市民の認知度は全体として横ば

い、または低下傾向にあり、必要な支援が必要な当事者へ十分

に届いていない可能性が懸念されます。

Ø 「認知症の人の意見や気持ちを尊重すべき」との意識が６割以上

に浸透している一方で、「認知症になったら周囲が決めることが

多いイメージ」を抱く割合も約８割と高く、本人の意思決定支援

（権利擁護）の必要性が示唆されています。

Ø 認知症の人が安心して在宅で暮らせるために必要な取組として

「介護する人の負担を減らす取組」が最も多いことも踏まえ、今

後の認知症施策においては、相談窓口や支援事業の認知度向

上を徹底するとともに、家族の介護負担軽減（レスパイトケア）や、

本人の意思尊重・社会参加支援（認知症バリアフリー・本人発信

支援）を充実させることが重要です。
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⑥ 介護保険制度の運用

Ø 第９期計画の振り返りにおいて、要支援・要介護者数の合計は計

画値比 99％と概ね想定通りの推移となっています。

Ø 状況を詳細にみると、要支援 1・2 が計画を上回ったことで介護

予防サービス給付費が超過（計画比 122.6％）している一方、要

介護 1～5 の認定者数は計画を下回り、介護予防などの取組に

おいて、一定の効果が出ていると分析できます。

Ø 各サービスの給付費は、一部のサービスを除き概ね計画通りに

推移しており、全体の給付費も計画値と同程度となっています。

⑦ 介護人材・介護サービスの提供体制

Ø 事業所調査において、円滑な事業運営の最大の支障として「職

員の確保が難しい」を挙げる事業所が約７割（訪問系・施設系で

は約８割）に達しており、人材不足が大きな課題となっています。

Ø 居宅介護支援（ケアマネジャー）においては年間離職率が

23.3％と高くなっています。

Ø 職員の定着・離職防止に向けた課題としては「賃金・休日などの

労働条件の処遇改善」が最多となっています。

（２）各事業に対する（内部）進捗評価結果

本計画の策定に当たり、前計画である「第９期青梅市高齢者保健

福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進基本計画」について、

「①各事業の取組状況」と「②施策への貢献度」の２つの視点から担

当課の自己評価をとりまとめました。

①各事業の取組状況に対する担当課評価

「１－３）介護人材の確保等、事業者の支援」でＡ評価が多い一方、

「１－２）住民主体の生活支援の推進」や「３－２）介護保険サービス

の充実と適正運営」ではＣ以下の評価が多くなっています。

2.5 

0.0 

2.5 

2.3 

2.5 

3.0 

0.0 

12.8 

17.7 

5.0 

0.5 

9.9 

8.0 

22.1 

1.5 

64.7 

4.4 

4.0 

0.0 

4.5 

3.5 

4.9 

1.3 

22.6 

1.4 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

3.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

1.0 

0.0 

0.2 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１－１） 生きがいづくり・

介護予防等の推進

１－２） 住民主体の生活支援の推進

１－３） 介護人材の確保等、

事業者への支援

２－１） 安全・安心なまちづくり

２－２） 認知症に関する支援の充実

３－１） 地域包括ケアシステムの深化

３－２） 介護保険サービスの充実と

適正運営

総計

A:想定以上に実施できた B:想定どおり実施できた

C:おおむね想定どおり実施できた D:想定より実施できなかった

E:全く実施できなかった

集 計 中
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②施策への貢献度に対する担当課評価

施策の貢献度に対する担当課評価としては、全体では A・B が合計で

９割台となっています。

4.8 

2.5 

1.0 

0.2 

8.5 

19.9 

9.0 

0.5 

13.7 

14.0 

31.0 

1.6 

89.7 

1.0 

1.0 

2.0 

0.0

0.1

0.1

1.3

1.0

1.0

1.0

4.3

0.3 

0.1 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１－１） 生きがいづくり・

介護予防等の推進

１－２） 住民主体の生活支援の推進

１－３） 介護人材の確保等、

事業者への支援

２－１） 安全・安心なまちづくり

２－２） 認知症に関する支援の充実

３－１） 地域包括ケアシステムの深化

３－２） 介護保険サービスの充実と

適正運営

総計

A:施策推進につながった

B:概ね施策推進につながった

C-1:あまり施策推進につながらなかった（別施策の推進に貢献）

C-2:あまり施策推進につながらなかった（効果がそもそもなかった）

D-1:実施が十分にできなかったが、効果があると考えられる

D-2:実施が十分にできなかった、かつ、見直しが必要な状況

③担当課評価が C以下となった主な事業の状況

担当課評価において評価が C 以下となった主な事業の状況について

は、下記のとおりです。

基本方針 事業名 評価 状況

１－１

高齢者の保健事

業と介護予防の

一体的な実施

①：D

②：D-1

データベース(KDB)で抽出した糖尿病性
腎症悪化予防対象者59人のうち、事業
介入者は４人にとどまった。治療中断中
の方などにも介入するように変更すること
が必要。

１－１ 成人歯科検診
①：C

②：B

受診者数は 59 人、受診率は 1.72％に
留まっており、周知・広報が必要。

１－２
介護ボランティア

の推進

①：D

②：D-1

実施に向けた要綱や体制の整備を進め
たものの、実施には至らなかった。

２－１

消費生活に関す
る啓発相談およ
び犯罪防止のた
めの情報提供

①：C

②：C-1

消費者相談室の周知に向けて街頭での
啓発活動を行ったが、平日昼間の実施
であり人通りも多くないため、効果は限定
的であった。

２－２
３－１
【再掲】

認知症に関する

相談窓口の周知

①：C

②：B

ホームページで周知を行っているもの
の、記事がサービス別に分かれており、
情報をまとめたページの作成が必要。

３－２
給付適正化事業

（ケアプラン点検）

①：C

②：B

専門職と連携して面談を行うことで、効
果的な実施を図った一方で、対象の抽
出において給付データを活用するなど、
より効果的な対象に対する実施が必要。

集 計 中
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基本目標１ 「支える側」「支えられる側」の枠組みを超えていきいきと過

ごせる暮らしづくり

国においては「世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの

暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会」である「地域共生社会」

の実現に向けて取り組むことが求められており、高齢者福祉の分野にお

いても「支える側」「支えられる側」という枠組みを超えて生きがいや暮ら

しをともに創っていくことが求められています。

本計画においては、地域共生社会の視点から高齢者の生きがいを推

進するとともに、「支える側」「支えられる側」という枠組みにとらわれるこ

とのない暮らしの実現に向けて介護者や介護人材に関する支援を推進

し、高齢者および高齢者に関わる誰もがいきいきと過ごせる暮らしづくり

に取り組みます。

基本目標２ 安心して暮らせる・参加できる地域づくり

高齢者を災害や犯罪の被害、感染症などのリスクから守るとともに、

道路環境のバリアフリー化など福祉のまちづくりの整備や、高齢者の多

様なニーズに応じた住まいの確保に向けた支援を進め、安全・安心に暮

らせるまちの実現を目指します。

また、高齢者の就労支援や移動支援に取り組むなど、社会参加につな

がりやすい地域づくりを進めます。

基本目標３ 高齢者の権利や尊厳が守られる地域づくり

高齢者虐待の防止に努めるとともに、成年後見制度の利用促進をは

じめとする権利を守る取組を推進し、高齢者の権利や尊厳が守られる地

域づくりを進めます。

また、令和６年に施行された認知症基本法の理念を踏まえ、認知症の

人を地域で支えるまちづくりに向けて、啓発活動や相談・支援体制の充

実に取り組むとともに、当事者の視点に立った社会参加支援や早期発

見・予防策を進め、認知症の人が尊厳と希望を持って暮らしていける共

生社会の実現を目指します。

基本目標４ 持続可能な福祉の仕組みづくり

今後、高齢者数がピークを迎えるとともに後期高齢者人口が増加を続

けることが見込まれる中、介護・医療・住まい・生活支援・介護予防が包

括的に提供される地域包括ケアシステムを推進し、高齢者が支援を必要

とする状態となっても、住み慣れた地域で暮らせるまちを実現することが

求められています。

地域包括ケアシステムを構成する多様な主体が、地域包括支援センタ

ーを核として連携し、相談や在宅生活継続に向けたサービスの提供等の

効果的な実施や、地域課題を踏まえた政策立案が進むよう、体制づくり

を行います。

また、介護保険制度を持続可能なものとするため、給付状況の確認や

啓発の実施など、適正運営に向けた取組を行います。
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以下の施策体系をもとに、基本理念「高齢者がいきいき暮らすまち」の実現に向けた取組を推進します。※赤字：現行計画からの修正箇所

基本目標 基本方針 基本施策

１

「支える側」「支えられ

る側」の枠組みを超え

ていきいきと過ごせ

る暮らしづくり

（１）生きがいづくり・介護予防等の推進

ア 健康づくりのための継続的な支援 エ 敬老事業の推進

イ 健康のための体づくり

ウ 介護予防のための取組

（２）住民主体の生活支援の推進
ア 地域で支え合う体制づくり ウ 介護する家族への支援

イ 見守り体制の充実

（３）介護人材の確保等、事業者への支援 ア 介護人材対策の推進 イ デジタル化の推進

２

安心して暮らせる・参

加できる地域づくり

（１）社会参加につながる地域づくり
ア 社会参加の機会の充実 ウ 高齢者の就労支援

イ 移動支援サービスの充実

（２）安全・安心なまちづくり

ア 災害対策の推進 エ バリアフリーの推進

イ 感染症・熱中症予防の推進 オ 多様な住まいの確保

ウ 防犯対策の推進

３

高齢者の権利や尊厳

が守られる地域づく

り

（１）権利擁護の推進 ア 権利を守る取組の推進 イ 高齢者虐待防止に向けた取組

（２）認知症に関する支援の充実

【青梅市認知症施策推進計画】

ア 認知症への理解に関する普及・啓発 エ 認知症の人を介護する家族への支援

イ 社会参加に向けた支援 オ 認知症に関する相談体制の整備

ウ 適切なサービス提供に向けた取組 カ 認知症予防の推進

４

持続可能な福祉の

仕組みづくり

（１）地域包括ケアシステムの深化
ア 在宅で生活を続けるための支援 ウ 多職種による連携

イ 相談体制の充実

（２）介護保険サービスの充実と適正運営
ア 介護保険サービスの適正な給付

イ 介護保険サービスの整備
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認知症施策推進に向けたニーズが高まる中で、認知症施策の全体像

を示すことでより効果的な施策推進を図るために、第５章「認知症施策

推進計画に関する取組内容」においては、本市の認知症に関する取組を

体系立てて整理します。

体系の整理に当たっては、国の「認知症施策推進基本計画」や、東京

都の「東京都認知症施策推進計画」を踏まえます。

◆（参考）国・東京都計画の施策体系の概要

国計画 都計画

①認知症の人に関する国民の理解

の増進等

②認知症の人の生活におけるバリ

アフリー化の推進

③認知症の人の社会参加の機会の

確保等

④認知症の人の意思決定の支援お

よび権利利益の保護

⑤保健医療サービスおよび福祉サ

ービスの提供体制の整備

⑥相談体制の整備等

⑧認知症の予防等

※国計画の体系のうち、市町村レベ

ルにおいて取り組むべきだと考

えられる項目を抜粋

１：認知症のある人に関する都民の

理解の増進等

２：認知症のある人の生活における

バリアフリー化の推進

３：認知症のある人の社会参加の機

会の確保等

４：認知症のある人の意思決定の支

援及び権利利益の保護

７：保健医療サービス及び福祉サー

ビスの提供体制の整備等

５：相談体制の整備等

６：認知症の早期の気づき、早期診

断・早期支援

※国計画の順序にあわせて入替

本章の構成としては、はじめに国・都の計画を踏まえた本市の認知症

施策の体系と各施策の内容を示したうえで、続いて各事業の内容を示す

ことを想定しています。
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審議会等開催結果報告書
会議名 第１回⻘梅市地域共⽣社会推進審議会
開催日時 令和８年５月２７日（水） 午後２時から午後 3 時 40 分まで
開催場所 ⻘梅市役所 議会棟 3 階⼤会議室

出席委員 ⼭下会⻑、杉⽥副会⻑、⾼橋委員（オンライン）、⼟岐委員、
金井委員、宮口委員、島⽥委員、江成委員

主な内容および
結果

【報告事項】
(1) 第４回地域共⽣社会推進審議会議事要旨について
→承認

(2) 各会議体からの報告について
・成年後見制度利用促進審議会、介護保険運営委員会、こど
も・子育て会議について報告を行った。

→承認

(3) 地域福祉計画等中間見直しにかかる市⺠アンケート調査
結果概要について
・再犯防止、自治会加入率、孤独・孤立対策（自宅・職場以
外の居場所づくりなど）および地域福祉コーディネーター
の周知について対策が必要との意見があった。

・アンケート調査については、回答者の年代に偏りがあるた
め、今後のアンケートでは抽出方法について検討してはど
うかという意見があった。

→調査結果概要については承認

【協議事項】
(1) 地域福祉総合計画の基本理念について
・福祉共通理念は変更せず、各計画の基本理念等においては
この福祉共通理念をもとに内容の検討を行うこととする。

→決定

(2) 地域福祉計画等の構成案について
・「再犯防止推進計画」および「重層的支援体制整備事業実施
計画」を独立させた章立てとする。

→決定

(3) 令和８年度地域住⺠研修会実施の方向性について
→決定

特記事項

次回開催日時 令和８年８月２０日（木） 午後２時から
報告書作成 健康福祉部地域福祉課福祉政策係

資料２
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令和８年度 第１回介護保険運営委員会 議事要旨（案）

１ 開催日時 令和８年５月８日（金曜日）１３時３０分～１５時１５分

２ 出席委員

氏江正二、松井のり子、細谷秀秋、小嶋直之、鈴木雄生、原孝司、保坂加奈子、神應知道、

百瀬澄雄、田中三広、新井一夫、高橋幸裕

（敬称略・順不同）

議 事

＜開会＞

事務局 ：ただいまから、令和８年度第１回青梅市介護保険運営委員会を開催させていただきま

す。次第に沿って進めさせていただきます。

なお、本日は多くの報告事項がありますが、午後３時閉会を目途に進めたいと思って

おりますので、皆様の御協力をお願いしたいと思います。

事務局 ：それでは、次第２ 委嘱状の交付であります。

次第裏面、委員名簿を御覧ください。委員の皆様の任期は２年でありますが、ここで

選出団体の役員改選により新たに委員となられた方がいらっしゃいます。本日は選出

団体の上部会議に出席のため、欠席の御連絡をいただいております。

なお、委嘱状におきましては、先日事務局から交付させていただいておりますので、

報告させていただきます。また、委嘱期間につきましては、皆様と同じ令和９年３月

３１日までとなります。

事務局 ：ここで事務局より本日の委員会について御報告させていただきます。

本日の委員会は、１３時３０分現在、委員１４名中１１名の出席をいただきました。

委員２名につきましては欠席の連絡を、委員１名につきましては遅参の連絡をいた

だいております。

委員の出席者数が過半数を超えておりますので、青梅市介護保険規則第５２条の３

により、この委員会が有効に成立していることをご報告いたします。

また、本日の傍聴者ですが、２人おりますことを併せて御報告いたします。

事務局 ：先ほど、新たな委員の御紹介をさせていただきましたが、新たな年度となりまして、

事務局側に人事異動がありましたので、改めまして事務局の紹介をさせていただきま

す。

＜事務局 あいさつ・紹介＞

事務局 ：それでは、議題に移りたいと存じますが、以降、委員の皆様が御発言される際は御着

席のままでお願いいたします。

では、議事につきましては、会長の進行でお願いいたします。

資料３
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会 長 ：それでは、次第に沿って進めたいと思います。議題の報告事項（１）青梅市地域共生

社会推進審議会について。こちらにつきましては、介護保険運営委員会を代表しまして

審議会へ出席しました私から御報告いたします。

１月２１日に開催された第４回青梅市地域共生社会推進審議会について、資料１を

ご覧ください。

各委員会からの報告があり、介護保険運営委員会からは、１月１６日に第４回運営委

員会を開催し、８件の報告事項があったことを報告しました。特に審議会に係る内容と

して高齢者等実態調査の進ちょく状況について説明をしました。ほかの委員会からは、

特筆するような報告はありませんでした。ほかに報告事項として、重層的支援体制の整

備ということで従事者等の研修会実施や国の動向についての説明がありました。

また、協議事項としては、地域福祉計画等中間見直しにかかる市民アンケート調査に

ついて、対象者の見直しや、設問の順番・内容などについての意見が出され、事務局で

再検討し、後日報告することで終了いたしました。報告は以上となります。

会 長 ：ただいまの説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。

＜質問・意見なし＞

会 長 ：質問がございましたら、また後ほどお受けしたいと思います。

それでは、次の報告事項に移ります。

（２）第１０期青梅市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定におけるスケジュ

ール（案）について、事務局から説明をお願いします。

事務局 ：資料２をご覧ください。

こちらは今年度、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定にあたり、委員会や

調査の概ねの予定を記載したもので、上のオレンジ色の部分については、上位計画であ

る障がい、高齢者、介護等の福祉関連の計画を包含した地域福祉総合計画に関係する部

分になります。地域福祉計画の下にあります地域共生社会推進審議会においては、各計

画の進ちょく状況等の報告を含めて地域福祉計画を中心に審議される会議体となりま

す。続いて下の青色の部分が介護保険事業計画関係の部分になります。当委員会につい

ては、一番下に記載がありますが、今年度は年５回程度を想定しております。

前回策定時との変更点ですが、これまでの計画策定の際は、学識経験のある専門委員

を追加し、また、委員の皆様から数名程度選出いただき、計画の内容・素案等について

協議をしていただく部会を作って進めていたところですが、今回においては、すでに前

年度から学識経験のある委員が２名いること等を踏まえ、部会を作らずに委員会の回

数を増やすことで策定を進めていくことを予定しております。

続いて計画策定スケジュールですが、評価シートを用いて、第９期計画の事業におけ

る評価を行います。その後、このあとの議題でも御説明しますが、昨年度実施したアン

ケート調査の結果をもって分析、課題の抽出を行います。その後、計画の骨子、重点施
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策、介護費用の推計等を行います。その後、パブリックコメントを実施し、最終調整を

経て計画策定の完了を目指す流れになります。

なお、こちらは現時点での予定となりますので、今後の国の動向や審議会の進ちょく

状況等で時期が変更になる場合があります。説明は以上になります。

会 長 ：ただいまの説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。

＜質問・意見なし＞

会 長 ：それでは、次の報告事項に移ります。

（３）第１０期青梅市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定にかかる調査結果

（中間報告）について、事務局から説明をお願いします。

事務局 ：資料３の１ページ目をご覧ください。

昨年度の運営委員会におきましても進ちょく状況等を御報告させていただいており

ましたが、第１０期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画および認知症施策推進計画

を策定するにあたって、昨年度、３つの調査を実施いたしました。

まず、表の一番上の区分に記載のある介護予防・日常生活圏域ニーズ調査です。前回

同様３,２００名に配布し、回答者数は２,６７８名、回収率は８３.７％であり、前回

の調査を超える結果となりました。

次に、一つ右の列の在宅介護実態調査です。今回は、７８６名に配布し、５４１名の

方から御回答いただき、回収率は６８.８％と、こちらも前回の調査を超える結果とな

りました。

次に、一番右の列の介護サービス事業所調査です。今回は、１５０事業所に配布し、

１４２事業所から御回答いただき、回収率は９４.７％と、こちらも前回の調査を超え

る結果となりました。

続きまして、それぞれの調査結果について御報告いたします。

現在調査結果を集計中であり、本日お示しするのは、前回調査と比較等をした概要に

なります。このため数値が不確定な部分があり、今後の精査で変更が生じる可能性もご

ざいますので、一つの傾向として捉えていただければと思います。最終的な報告書につ

きましては、完成次第、委員の皆様へお示しいたします。

本日の資料は、回答していただいた中から、集計結果の一部をピックアップしており

ます。

それでは、２ページ目をご覧ください。

まず、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査について御説明いたします。

左側中段の表を御覧ください。こちらは転倒や閉じこもり、認知機能などの各種リス

クについて、令和元年度からの数値の推移を記載しております。各種リスクについて、

全体では大きな変化はありませんが、年齢で区切った詳細をみると、前回の調査時と比

較して、認知機能リスクが６５歳～６９歳で３８％から３１％へ、８０歳～８４歳が
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５２％から４５％へと低くなるなど、全体のリスク割合の上昇を抑えています。

続きまして、左側下段の表にありますフレイル予防の取組みについては、現在も実施

率が高いウォーキングや健康診断で今後の意向が高くなっています。また、認知症検査

においては、現在の取組み状況に対して今後の意向が上回っています。

続きまして、右側上段の表をご覧ください。各種活動の参加率につきまして、令和元

年度からの推移を見ると、多くの活動で令和４年度に低下したものが回復傾向にあり

ます。令和４年度の低下は、新型コロナウイルスの影響によるものと考えられます。介

護予防リーダーが実施している通いの場の参加率については、令和４年度の数値では

ありますが、報告書が公開されている近隣の各市と比較すると、青梅市はやや高い水準

となっております。

続きまして、右側下段の表をご覧ください。認知症に対するイメージや考え方につい

て、認知症になってもできることがある、気持ちが尊重されるべきといった考えは、６

～７割の高齢者に浸透しているようですが、一方で、地域で暮らし続けられるか、施設

や病院で暮らした方が良いと思うかはいずれも４割台となっており、認知症になって

も多様な暮らしの選択肢があるイメージはまだあまり浸透していないようにも見受け

られます。介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果の概要の説明は以上となります。

事務局 ：在宅介護実態調査について御説明いたします。

同資料の３ページ目の左側中段の表をご覧ください。

こちらは、世帯構成ごとの施設等サービスの検討状況についてまとめたものです。要

介護度別にみた施設等への入所の検討状況は、単身世帯では要介護１・２以上で、それ

以外の世帯構成では要介護３以上で３割を超えており、要介護度の重度化に比例して

検討割合が高くなっています。

次に下段の表をご覧ください。こちらは、認知症自立度別にみた施設等への入所検討

状況です。単身世帯では自立度Ⅱ以上で、それ以外の世帯構成ではⅢ以上で３割を超え

ており、認知症自立度においても重度化に伴って検討割合が高くなっています。

次に、右側上段の表をご覧ください。こちらは在宅生活の継続に向けて必要と感じる

サービスについて、世帯属性別、また要介護度、認知症自立度別にみた集計です。多く

の属性で「外出同行」「移送サービス」が上位となっており、外出支援が必要とされて

いることがわかります。単身世帯の要介護３以上と認知症自立度Ⅲ以上では「見守り、

声かけ」が上位で、安全なくらしの維持に向けたサービスの必要性がみられます。また、

老々介護が想定される自立度Ⅲ以上の夫婦のみの世帯では、「調理」が上位となってい

ます。

最後に、右側下段の表をご覧ください。仕事と介護の両立に関する状況を要介護度と

認知症自立度別で集計したものです。全体の８割で仕事と介護の両立に問題を感じて

おり、約２割は継続が困難と考えていることがみられ、特に認知症自立度Ⅱ以上では継
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続困難な傾向です。また、継続に困難さを感じている方においては、認知症への対応の

ほか、入浴・洗身、夜間の排泄といった生活支援に不安を感じている方が多くなってい

ます。在宅介護実態調査結果の概要の説明は以上となります

事務局 ：続いて介護サービス事業所調査の集計等について御説明いたします。

４ページをご覧ください。

まず、左上の事業運営の支障となっていることにつきましては、職員の確保が一番多

く、続いて書類作成の手間・管理、利用者の確保と続いています。サービス別において

も職員の確保を一番の課題と挙げているサービスが多い状況です。

次にその下の介護人材実態調査から離職の状況についてです。

こちらはサービス種別ごとの１年間の離職者数の比率になりますが、全体的に前回

に比べ多くなっている傾向にあります。特に居宅介護支援事業所における離職率が高

くなっている傾向にあります。

続いて右上の地域に不足しているサービスでは、各サービス目線で見た不足してい

る介護サービスについての項目になりますが、全体的にも、居宅介護支援から見ても、

訪問介護および居宅介護支援への不足感が多くを占めています。

続いて、その下、在宅生活改善調査よりケアマネジャー目線で見た在宅生活の維持が

難しい理由についてですが、前回調査に比べ対象者が１４７名に減り、理由は「認知症

状の悪化」が１０ポイント程度上がって７０％を占めている結果となりました。

最後に一番下の居所変更実態調査より居所変更の理由ですが、医療の必要性が高い

ことが最も多い理由となっております。介護サービス事業所調査の説明は以上です。

会 長 ：本日欠席の委員より、事前配布された資料を確認されたうえで、質問が届いておりま

す。事務局から資料配布願います。

＜資料配布＞

会 長 ：まずはこの質問について、事務局の説明を求めます。

事務局 ：事前にいただきました質問について、御回答させていただきます。

まず、「今回の調査の回収率が前回よりも上昇していて素晴らしいと思いました。市

としてどのような取り組みが成果につながったと思われますでしょうか。」という御質

問です。

こちらについては、前回と同様にリマインドを行ったほか、介護サービス事業所調査

ついては調査フォームを活用するなど一部回答方法を変更しております。特にニーズ

調査につきましては、リマインドハガキを送付することで多くの返送をいただき、大き

な効果があったと考えております。

次に、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査において、様々なリスクの上昇を抑制で

きたことに関して、思い当たる取り組みや成果などありますでしょうか。」という御質

問です。
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先ほどの介護予防・日常生活圏域ニーズ調査においても少し触れましたが、市の介護

予防リーダー養成講座を受けた介護予防リーダーが、市内の各地で通いの場を開き、介

護予防活動を積極的に実施していただいており、通いの場の参加率が高くなっている

こと、また、令和３年から市内に地域サロンが設置、運営され、高齢者の社会参加の機

会が増えているほか、地域包括支援センターにより各圏域で介護予防教室を実施して

いることも、様々なリスクの上昇抑制につながったのではないかと考えております。

次に「在宅介護実態調査では、外出同行や移送サービスへのニーズが高いことがわか

りましたが、これに対して何か対策は考えられるでしょうか。」という御質問です。

通院や買い物などの外出同行につきましては、青梅市社会福祉協議会のいきいきサ

ービスが利用できます。介護・福祉タクシー等の移送サービスにつきましても、市内に

複数の事業者がございますので、一覧を周知するなど検討してまいります。

次に、「東京都も認知症の人の社会参加促進事業に力を入れていますが、外出の障壁

を取り除く策はあるでしょうか。」という御質問です。

市では認知症カフェで、認知症の人やその家族が気軽に交流できる場を作ることで、

外出や地域参加のきっかけを提供しております。また、認知症サポーター養成講座など

で民間事業者のスタッフが認知症への対応方法を学び、認知症にやさしいまちづくり

を推進しております。この他、外出して家への帰り方が分からなくなってしまった場合

の早期発見、安全確保を図るために、見守りシールの配布や、ＧＰＳ機器の貸与を行っ

ております。

最後に「個人的には、認知症サポーターや民間の力を活用できないかと考えますが、

それにはどんな課題があるでしょうか。」という御質問です。

認知症サポーターになっていただいた方や民間の事業者が、ボランティア活動など

を希望している場合に、活動していただける場の情報提供や受け入れ先とのマッチン

グが課題の一つと考えております。以上になります。

会 長 ：それでは、皆さんから御意見等あればお願いします。

委 員 ：在宅介護実態調査は原則本人にアンケートを実施しているということでしょうか。

事務局 ：在宅において介護を受けてらっしゃる方で、介護認定の更新や区分変更の申請をされ

た方が対象であり、回答は御本人様含めケアマネジャー様や御家族の方が本人に代わ

って回答していることも考えられます。

委 員 ：そうすると、要介護状態にある御本人の意向というよりも、介護者の意向が反映され

ていると考えた方がいいですか。

事務局 ：集計中ではありますが、御本人様の回答も、家族の回答もあり、それぞれが集計の中

には混ざっているとお考えいただければと思います。

委 員 ：今後、それぞれの回答が分かれて見えるようになるのでしょうか。

事務局 ：集計可能かについて、検討してまいります。
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委 員 ：なぜお聞きしたかというと、在宅生活継続に向けて必要なサービスの右側に「見守り」

がありますが、要介護状態の御本人が求めている見守りと、介護者が求める見守りは違

うような気がしています。介護者は安全にリスクなく過ごしてもらうための見守りを

求めていて、要介護者は人と繋がっていたりとか、孤独を感じないとか、社会参加でき

るようになるというような見守りを求めてるのかなと思います。どちらが回答してい

るかで、考察が変わってくるのではないかと思うので、最終的に回答者が要介護状態の

方なのか、介護者の方なのかがわかるようになっていけばいいと思います。

委 員 ：介護予防日常生活支援ニーズ調査の介護予防の状況の中で認知機能リスクが６５～

６９歳、８０～８４歳でそれぞれ７％下がっていて、これはかなり大きな数字だと思い

ますが、要因についてどう考えていますか。また、下がったことについてはどのように

評価されていますか。

また、重層的支援体制整備事業にもかなり関係する内容だと思います。私は第２層協

議体に参加しているのですが、どこの協議体もかなり苦戦しているという現状だと思

います。地域支援コーディネーターにすべてを任せるわけにはいかないと思いますし、

苦戦している現状をどのように捉えていて、今後どういうサポートが必要なのかとい

うことを考えられたらと思います。

事務局 ：まず介護予防日常生活支援ニーズ調査についてですが、御質問の項目は、物忘れが多

いと感じますかという問いに回答された方を集計しています。その明確な原因につい

ては、まだ不明なところはありますが、今後分析し、回答できるようなことがありまし

たら御報告をさせていただきます。

続いて、重層的支援体制との関わりについてですが、地域福祉コーディネーターが複

数の属性を橋渡しするという形になりますが、周知を図りながら、アウトリーチなどで

高齢者が活用できるような体制を検討していきたいと思っております。

委 員 ：回答が違うようなのでもう一度聞きますが、その実態は把握されていらっしゃるので

しょうか。第２層協議体は市内に１１協議体ありますが、私が参加してる協議体が唯一

成功例と言われています。第３層協議体というものができまして、生活のちょっとした

お手伝いの活動をしているのですが、その活動だけになっているというのが実際のと

ころで、地域の事業者や地域住民が集まって、話し合いをして、何かが生まれてくると

いう方向性は進んでいないという現状があります。他地域はというと、そういう活動に

もだどり着いていない現状があります。そのような状況で、地域に任せきりというよう

なことでは、これ以上の発展は難しいのではないかという率直な感想があります。

このことをどのように捉えていて、今後どういうサポートを検討されているのか。こ

のようなことが、今後必要になっていくのではないかと考えた次第です。

事務局 ：地域福祉コーディネーターの認知度が低いといった課題もありますので、さらなる周

知を図るとともに、重層的支援体制整備事業における属性を問わない地域づくり事業
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の一環として、第２層協議体における生活支援コーディネーターとも連携しながらサ

ポートを行っていきたいと考えております。

委 員 ：通いの場・地域活動についてお聞きしたいのですが、通いの場参加率が、青梅市は

５.５％、昭島市４.０％、武蔵村山市４.７％、東大和市５.４％、狭山市が１１.３％

となっております。狭山市が東京都の４市に比べて、倍ぐらい数字が違います。東京都

と埼玉県で通いの場など地域活動において、違う取り組みをしているのでしょうか。も

し違うことをしているのであれば、狭山市を参考にして青梅市もその数字に近づけて

みてはどうかなと思っています。調査やデータはあるのでしょうか。

事務局 ：狭山市がこれだけ高い数字が出ていますので、どのような取り組みを行っているのか

お聞きし、わかりましたら御報告させていただきます。

委 員 ：２ページの介護予防・日常生活圏域ニーズ調査で、先ほどの説明の中でも認知症にな

ったら施設や病院で暮らすほうがいいと思うが４８.９％で、意外と多いという印象を

持たれたかと思います。半数は自宅や地域、もう半数は施設や病院を選ばれたのと見て

取れました。今回は青梅市での調査ですが、他市や都、全国と対照したとき、この数字

はどう評価できるのでしょうか。また目標値があるのでしたら、それも併せてお伺いし

たいと思います。

事務局 ：認知症に対するイメージや考え方ですが、この調査項目は市独自で調査した項目です。

他市で同じような調査をしているところがあるかを調べ、青梅市と比較してどうかと

いうことは確認してみたいと思います。

委 員 ：どのぐらいのバランスが適当なのかというような目標値はあるでしょうか。これがベ

ストな数字なのでしょうか。どう評価すればいいでしょう。

会 長 ：私も認知症の研究をしたことがありますが、目標値を定めるのは非常に難しい。１点

は市の施設整備についての方向性、もう１点は地域の中でコミュニティのあり方に地

域差があること。これらに左右されるので、しっかりとニーズを踏まえた上で数値を出

していくということがポイントになろうかと思います。地域の実情を踏まえて、丁寧に

議論して数値目標を出していった方がよろしいのかとは思います。

事務局はいかがですか。

事務局 ：具体的な目標値は定めてはいないのですが、今回の調査を基に、目標値等も含めて検

討していきたいと考えております。

会 長 ：ほかに議事が残っておりますので、この議題についてはここまでにしたいと思います。

出ました御意見等は、今後の委員会で計画策定を審議する中で取り扱っていくことに

なると思います。必要な部分は議題としてお示しできるかと思いますので、よろしくお

願いいたします。

それでは、次の報告事項に移ります。（４）新規・拡充事業について、事務局から説

明をお願いします。
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事務局 ：資料４をご覧ください。

高齢者支援課におきまして、令和７年度から８年度にかけまして、既に実施している

事業もございますが、３つの新規事業と、２つの拡充事業を実施いたします。この事業

の目的と内容について、御説明させていただきます。

まず、１ 新規事業につきまして、３つの事業がございます。

１つ目が、(1)在宅独居高齢者安心見守り支援事業です。

目的は、単身で生活をする高齢者本人や家族等が安心して日常生活を送ることがで

きるよう支援することにより、独居高齢者の見守り体制を推進することとしておりま

す。

内容は、市内で単身で生活をする７０歳以上の高齢者に情報通信機能を備えた電球

を貸与し、一定時間点灯または消灯がなかった場合に、そのことを離れて暮らす家族等

に通知するものであり、プランによっては、業者が代理訪問や家族等が希望する場合に

は家屋内への代理訪問を利用することができます。

こちらの事業は、現時点までで約３０人の方に御利用いただいております。

資料４－１としまして、３ページ目から５ページ目にチラシがございますので、お目

通しいただければと思います。

２つ目が、(2)認知症サポート検診事業です。

目的は、認知症の早期発見および早期対応を促進することとしております。

内容は、市内在住の７０歳から７５歳の方を対象とし、希望者に認知症検診を受けて

いただく事業となります。検診の結果、認知症の疑いがある方は地域包括支援センター

へ情報共有を行い、さらなる検査を希望した際には、鑑別診断が可能な病院を紹介いた

します。

こちらの事業は令和８年３月から開始しており、現時点で約４０の方に御利用いた

だいております。

資料４－２としまして、６ページ目、７ページ目にチラシがございますので、お目通

しいただければと思います。

３つ目が、(3)介護ボランティアポイント事業です。

目的は、市民の地域貢献や社会参加を促進し、高齢者の介護予防の推進および介護人

材の確保を図ることとしております。

内容は、市内在住の１８歳以上の方を対象とし、市内の介護施設等におきまして、お

茶くみ、傾聴、レクリエーション、簡易な清掃等のボランティア活動を行った方にボラ

ンティアポイントを付与し、貯めたポイント数に応じて商品と交換することができる

ものになります。

こちらは今年度、市内特別養護老人ホームの皆様と調整させていただき、事業を実施

していきたいと考えております。
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次に、２ 拡充事業につきまして、２つの事業がございます。

１つ目が、認知症高齢者位置探索支援サービス事業です。

目的は、在宅の認知症高齢者を介護する家族等に位置探索のためのＧＰＳ端末を貸

与することにより、認知症高齢者の安全を確保するとともに、介護者の負担を軽減する

こととしております。

内容は、現状貸与している持ち運ぶタイプのＧＰＳ端末に加え、靴に装着できる小型

のＧＰＳ端末の貸与を開始いたしました。また、認知症本人が履き慣れた靴にＧＰＳ端

末を装着するための加工料の一部を補助しようとするものです。

資料４－３としまして、８ページ目にＧＰＳ機器の形状等を記載しておりますので、

お目通しいただければと思います。

２つ目が、ＭＣＩ（軽度認知障害）スクリーニング検査の実施です。

目的は、将来的なＭＣＩのリスクを評価し視覚化することで、リスクの改善に向けて

生活習慣を見直すなど日々の行動変容を促進することとしております。

内容は、６５歳以上７５歳以下の希望者に対し、血液検査を実施することにより、将

来的なＭＣＩリスクを評価し視覚化するものです。また、併せて認知症予防教室を開催

し、早期の段階から認知症予防への取組みを促進しようとするものです。

こちらの事業は令和８年６月には周知を行い、９月には血液検査を実施し、その後、

認知症予防教室を実施する予定です。

大変雑駁ではございますが、新規・拡充事業について、御説明は以上となります。

会 長 ：ただいまの説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。

委 員 ：新規拡充事業を拝見して、感じたことを共有させていただきます。介護保険運営委員

会という会議体は、介護になるような人をなくしましょうとか要介護状態になってる

人がよりウェルビーイングに生きていけるようにしようという目的で行ってると理解

していますが、対象とする年齢層が６０歳以上や７０歳以上では少し高齢かなと思っ

ています。例えばフレイルや骨粗しょう症になる人について考えると、女性は２０歳で、

男性は２５歳で骨の量が決まるので、その前に骨密度を増やすようにしなきゃいけな

い。そのことを若者たちに教えてあげることがフレイルの予防には必要と思いますが、

事業が高齢者対象になってしまっているのがもどかしい。様々な会議体で意見として

出すのですが、組織それぞれが縦で機能することはできていると思っていますが、組織

に横串を入れて、健康づくり推進会議のような会議体ができればいいと思っておりま

す。新しいことを導入するということは難しいと思うのですが、今が最後のチャンスだ

と思っています。もちろん高齢者対象にやることはいいことだと思うのですけど、高齢

者メインじゃないところにも予算を取るとか、若者に対しては学校の授業に入れるよ

うなことができたらいいんじゃないかなと思っています。

今日はいらっしゃらないですが、歯科医師会や薬剤師会、医師会や健康づくり推進会
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議にも協力いただければいいと思っています。三師会は協力するという意見は出てい

ます。若者から含めて教育に青梅市が投資するというようにならないかなというのは

常に思っていますので、御意見させていただきました。

事務局 ：高齢者の法律や健康増進法など、基づいている法律が違います。どうしても高齢者向

けの計画に特化した運営委員会となっておりますので、他の計画も含めた中で見てい

ただければと理解しております。

地域共生社会推進会議という会議体があります。これは今まで独立していた福祉関

係計画を、まさに横串で、一つの計画にして施策も共有していく。一つの課でやるので

はなくて、連携していこうということで進めております。事例としては虐待対応などを

連携して進めているということもあります。

健康づくり推進計画ではまさに委員がおっしゃったような意見が出て、高齢者だけ

ではなくて、働く中高年層への対策もやっていた方がいいという意見もいただいたと

ころです。健康づくり推進計画はこの地域共生社会推進会議に入っておりませんが、高

齢者部門と健康部門が連携をとって、いわゆる元気な高齢者も含めて進めていこうと

しているところであります。

縦割りになりがちになるところも、少しずつ横串をさしながら進めるているところ

でありますので、いろいろな意見を頂戴して、より効果的な施策を、第１０期介護保険

事業計画に盛り込んでいければと思いますので、御意見をお願いしたいと思います。

会 長 ：それでは、次の報告事項に移ります。

（５）介護サービス事業所のＩＣＴ化促進について、事務局から説明をお願いします。

事務局 ：資料５をご覧ください。

ケアプランデータ連携システムにおいては、前回の運営委員会でも少し御報告させ

ていただきましたが、ケアマネ・介護事業所が従来紙で印刷し、ＦＡＸ等でやり取りし

ていたケアプランをオンラインで行い共有することを可能とするシステムです。

市では昨年度、市内介護サービス事業所を対象に説明会や伴走支援等で普及促進し

てまいりました。

具体的には（１）にありますとおり、事業全体やシステムの内容についての説明会を

２回、介護ソフト別に操作説明会を５回それぞれ実施いたしました。

（２）の伴走支援の内容においても前回御報告したとおり、伴走を希望する事業所へ

委託業者が訪問し、実際に導入するところまでのお手伝いをさせていただくものにな

りますが、昨年末から令和８年３月までで３９件の事業所が伴走支援を受けました。資

料に記載はございませんが、最終的に当事業の取組前は３５事業所だったところ、合計

７４事業所が導入する結果となりました。

最後にアンケートを実施したところ、事務負担の軽減や伴走支援の必要性等につい

て感想をいただいております。説明は以上です。
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会 長 ：ただいまの説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。

委 員 ：とてもいい取り組みだと思いますが、アンケートに書いてあったとおり、自分たちが

導入しても相手は導入していないと意味がないということがある。事業者がこれを入

れないと損するという仕組みを作ってる自治体があるかとか、そこを真似するとかと

いうアイデアはないんでしょうか。

事務局 ：確かに双方が導入しないとメリットが生まれてこないシステムになります。国のシス

テムになりますが、今回の報酬改定においても、処遇改善の適用条件の一部にこちらの

ケアプランデータ連携システムを入れていることが位置づけられているものがありま

す。このように国の方でも必ず入れることでメリットがあるシステムになりますので、

なるべく多くの方が参加できるように工夫をしているところです。

委 員 ：伴走支援の期間が令和８年３月３１日になっていますが、以降はやらないということ

なのでしょうか。

事務局 ：昨年度こちらの期間で実施したところですが、都の補助金を活用して行っている事業

になります。今後同じように補助金等が出て、事業所の御意見を踏まえ、再度こちらの

事業を推進するという形を検討してまいりたいと思います。

委 員 ：先ほどの説明を聞くとまだ半分以上入っていないところがあるということなので、ぜ

ひ続けていただきたいと思います。

委 員 ：都からの補助金が出たらできるということはわかるのですが、青梅市で予算をとって

ということはないのでしょうか。

事務局 ：現時点では今年度の予算は設けておりませんが、この補助金が出る前においても説明

会は行っていました。介護サービス事業所を対象にした事業所連絡会等を活用して今

後も情報発信やメリットの普及を図ってまいります。

会 長 ：それでは、次の報告事項に移ります。

（６）介護人材対策事業について、事務局から説明をお願いします。

事務局 ：資料６をご覧ください。

介護人材対策につきましては、これまでの運営委員会でも御報告させていただいて

おりますが、第９期計画に位置づけ、介護の仕事の普及啓発を目的とした事業を中心に

実施をしております。

２の学校訪問事業についてですが、令和８年１月２７日に都立青梅総合高校の定時

制の生徒を対象に市内介護サービス事業所の御協力のもと、大きく分けて４つの介護

の体験等を行いました。

内容につきましては、介護サービスの仕事の内容や利用者と普段どのように関わっ

ているのかという部分についての説明から始まり、両手を使って左右違う動きをする

脳トレ体操、福祉用具の歩行器と電動歩行器の体験をいただき、最後に介護の仕事はイ

イネがいっぱいということで介護の仕事での給与面や資格、補助制度の種類等につい
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て説明をいただきました。

なお、御協力いただきました介護サービス事業所の皆様を掲載しております。

また、２ページ目に当日の写真を一部載せておりますので後ほどご覧ください。

次に３ページ目ですが、参加者へ今回の体験を通じて仕事の内容ややりがい等につ

いてアンケートをとったところ、概ね良い印象での回答をいただいております。

グラフの下には感想を載せさせていただきましたが、給与面のイメージが変わった

ことや福祉用具の体験が楽しかった等、介護の仕事に少しでも興味をもっていただい

た声をいただいております。

続いて４ページをご覧ください。

こちらは都立多摩高校の１年生を対象に介護体験を実施した内容になります。

実施形式は５つの介護体験等のブースを設けて、クラスごとに各ブースを順番に体

験していただく形式を取りました。

当日の内容につきましては、先ほどの青梅総合高校で行った内容と同様のものもご

ざいますが、高齢者の立場や視点を体験しながら行う紙コップめくりや豆つかみリレ

ー等のレクリエーションを含めて実施しています。

なお、準備から当日まで御協力いただきました介護サービス事業所の皆様を載せて

いただいております。さきほどの学校訪問を含めて御協力いただきました事業所の皆

様には、この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。

次のページに当日の様子を載せておりますので後ほどお目通しください。

続いて６ページをご覧ください。

こちらは参加者にアンケートを取った結果になりますが、介護のイメージが変わっ

たか、仕事内容、興味がわいたかどうか伺ったところ、約７割の方が介護の仕事につい

て理解を示していただく結果となりました。

次のページに感想もいただいておりますが、楽しく介護が学べた、仕事の内容が理解

できた、有意義な時間になりました等プラスイメージの感想をいただいております。

続いて８ページをご覧ください。

普及啓発グッズの制作についての報告になります。

介護人材対策の啓発として多くの若い方に身に付けていただき、使っていただくこ

とでＰＲを広めることを目的に啓発グッズの作成を致しました。

制作にあたっては、物品の選定からデザインまで都立多摩高校の生徒会の皆さんに

アドバイスをいただきながら実施しています。

（１）生徒会から出た意見といたしまして、ペンは書きやすさ等から好みが分かれる。

プリントが毎日配られるのでクリアファイルがあれば便利。また、当初クリアボトルの

ような水筒を想定していましたが、学校の自動販売機が安いため、みんなペットボトル

を買っています。ペットボトルのケース等なら保冷できるタイプが良い等の意見をい
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ただきました。

（２）ですが、結果としてクリアファイルとサコッシュを作成し、今回、また今後の

人材対策イベント等で配布していきます。

９ページでは今回の学校訪問事業で配布した際のグッズのアンケート結果を載せて

おります。大半の生徒の皆さんからグッズを利用したい、またデザインが良いという結

果をいただきまして、自由記述からも前向きな感想をいただいております。

会 長 ：ただいまの説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。

委 員 ：写真を見て、すごく楽しい時間だったと伝わってきましたし、アンケートの結果から

もいろんな魅力が伝わったのだろう思いました。

２点確認ですが、介護人材対策事業としては少し規模感が小さいのではないかとい

う印象があります。都立多摩高校は１学年を対象したと思いますが、青梅総合高校は対

象者４名ということで、もう少し規模を大きくしてもいいのかなという印象です。先ほ

どの実態調査でも、人材不足は大きな問題として挙がっていました。

もう１点はこのアンケートの仕方ですが、介護の仕事に興味がわきましたかという

問いに、概ね興味がわいたと回答されています。介護のことをちょっと知ってもらった

とか、イメージが良くなったということですが、ここから働いてみたいに繋がるのにも

う一つステップがあるような気がしています。先ほどのボランティアも、この中間的な

ところで活躍すると思うのですが、興味がわいたというところからさらに働いてみた

いに繋がるパイプのようなものも、施策として同時に考えていただけたらと思います。

すでに考えられていることとか、実際に実施しているものはありますでしょうか。

事務局 ：規模を広げて実施したいという希望は、事務局としても持っております。ただ、学校

側の考え方もありますので、それを踏まえた上で交渉させていただいて、このような結

果で実施させていただいています。今後につきましては引き続き学校との交渉等もあ

りますが、なるべく規模を広げて、いろんな方に介護の仕事をしていただきたいという

思いもありますので、継続して行っていきたいと考えております。

今後についてですが、この事業自体の始まりについては、実際に事業所の方からいく

つか声をいただいて、なるべく若い方の介護についてのイメージを良くしてほしいと

いうところから発足した事業になります。まずは第９期計画につきましては、これまで

できてなかったイメージ作りに重点に置いております。ここからさらに繋げていくと

いうことが重要なところにもなってきますので、次の第１０期計画策定の際にＰＲを

続けた方がいいのか、または就労支援に重きをおくようにするかなど、御意見をいただ

いて、事業として策定していただければと考えております。

会 長 ：会議の時間につきまして、今回議題が非常に多いのですが、進行が遅いように感じま

す。議題がまだありますが、進行に関して事務局としてはいかがでしょうか。

事務局 ：冒頭に午後３時を目途にとお話しさせていただきました。次第（７）令和７年度第４
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回の議事要旨につきましては、事前に確認していただいておりますが、不足等がありま

したら事務局まで御連絡いただければと思います。

このあと（８）の介護条例の改正等につきまして、御説明をさせていただきます。内

容によっては、（９）（１０）につきましては、定例事業の報告になりますので、御意見

があれば質疑をさせていただきたいと思いますが、なければ省略させていただくこと

もあるかと思います。

会 長 ：事務局からの説明を踏まえまして、議事を進めさせていただきたいと思います。

それでは、（８）青梅市介護保険条例等の改正について、事務局から説明をお願いし

ます。

事務局 ：資料８をご覧ください。

１ページ目と２ページ目においては、国の審議会の資料の一部になります。

内容といたしましては、令和７年度の税制改正により給与所得控除の最低保障額が

５５万円から６５万円に引き上げられました。介護保険料の算定においては、本人、世

帯の課税状況や合計所得により保険料段階が変わりますが、この控除額の変更により

非課税の方が増えた場合、保険料収入が減少し、介護保険財政に影響が出る場合があり

ます。国の決定としては、令和８年度の介護保険料に関する部分において、介護保険法

施行令を改正し、令和８年度の介護保険料算定においては、先ほどの内容の控除額は令

和７年度の額に据え置き、今回の改正にかかる控除の結果、令和８年度住民税が非課税

であっても介護保険では課税とみなされる内容となっております。これは、給与収入や

課税状況が変わらなければ介護保険料も前年と変わらないことを意味します。なお、市

といたしましても国の決定に沿って、３月に同内容の条例改正を行ったところです。

続いて３ページ目になります。こちらは税制改正に関連した国からの通知の一部に

なりますが、下段にある２、前年度非課税者に係る特例減免についてという部分をご覧

ください。こちら次の４ページ目にもまたがりますが、内容としては、先ほどの税制改

正による控除額の引き上げ分を就労調整した場合、例として挙げますと１０万円控除

額が引きあがった際、１０万円分多く働き、その給与収入が増えた場合、先ほどの説明

からすれば本来課税となるところですが、介護保険法上、これは「特別な理由」に該当

し、該当者の保険料を前年の保険料額まで減免出来るというという内容になります。ま

た、この減免においては、４ページの次の段落にもありますとおり、本人の個別申請に

よらず対応が可能となっております。

こちらの内容におきましても市として対応できるよう検討を進めております。

本来であれば当委員会へ協議にかけて御意見をいただくところですが、全国一律の

変更であることから、市としての裁量にあたらないという考えから、御報告とさせてい

ただきました。説明は以上です。

会 長 ：ただいまの説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。
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委 員 ：何度も資料を読んだのですけど、よくわからなくて。もう少しわかりやすくならない

でしょうか。

委 員 ：資料を AI に説明してもらいました。介護保険料はざっくり言うと収入が多い人ほど

高くなり、収入が少ない人ほど安くなるという仕組みです。収入を見るときには給料を

そのまま全部見るのではなく、働くために必要だったお金として収入から引いていい

という金額があります。これが給与所得控除です。今回、給与所得控除の最低金額が５

５万円から６５万円に変わると書いてあります。給料が１００万円の人がいたとする

と、今まで給料から５５万引いて所得が４５万だったのですが、これからは６５万引い

て所得が３５万円として考えることで、計算上の所得が少なくなります。介護保険料は

所得によって段階がわかれており、所得が高いと上の段階になって保険料が高くなっ

てしまうが、給与所得控除が増えると計算上の所得が低くなるので保険料の高い段階

が急に上がりにくくなるという効果がある。働いて得た給料から、１０万円多く引いて

計算できるっというのが、メリットということだそうです。これが１枚目の資料につい

てです。

事務局 ：具体的にお話しいただきましたが、所得税の計算の中では今回控除される額が１０万

円増えて課税される額が少なくなっており、所得税上の減税になってます。介護保険も

基本的には所得を見て保険料をかけているのですが、所得税の方で控除額が多くなっ

てしまったので、保険料をかける対象額も減ってしまうということが起きてしまいま

す。そもそも保険料でいくら集めようと思ってた金額が集まらなくなってしまうので、

国として介護保険においてはその１０万円控除額を増やしたものを増やさないという、

要は今までどおりの低い控除額で保険料を計算して、予定どおりの保険料を納めても

らうということが決まりましたので、そのように条例改正をいたしました。

ただしそうなりますと、１０万円分多く働いても非課税だと思ってた方が、介護の分

野になると非課税ではなくなってしまうということで、保険料を計算する際の段階が

大きく上がってしまいます。そういった方に対しては前年度と同じになるように１０

万円分控除して、前年度非課税だった方は今年度も非課税の中に収まるようにすると

いうのを特別な減免制度を設けまして、そこの部分に人については救おうというとこ

ろでございます。本来減免というのは、御本人から申請をもらって、あくまでも申請主

義で減免をするのですが、申請が漏れてしまうとか意味がわからないという方がいら

っしゃるので、わかる範囲でこちらの職権でなるべく申請漏れがないように減免の対

象にしたいというのが、今後の改正を予定しているところでございます。

まず介護だけ特別な金額の見方をすること。次に激変の方については激変をしない

ようにすること。第２段階としまして、職権で申請なしで減免したいというのが今後の

改正で考えております。

会 長 ：時間も残りが少ないので、残りの議題でほかに皆さまから質問ありますでしょうか。
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委 員 ：認定調査について、調査の依頼が多く出ていることと、調査員不足については理解を

した上で、御意見を言わせていただければと思います。

現場のケアマネジャーから、認定結果の遅れがかなり深刻になっているという声が

多く上がっています。結果が届かないために、暫定でのケアプラン作成、担当者会議と

いうところの事務負担がかなり多くなっています。何よりも結果が出るまでのサービ

スを控えたいという利用者の声がかなり多くあって、本来必要なサービスや支援が届

かず、状態が悪化しているケースも多く見られています。また、申請をしてから調査ま

での時間がかなりかかっているという声も現場からは多く聞こえています。このよう

な状況を、一緒にケアマネジャー連絡会も含めて、何か打開できるところがあれば協力

させていただければと思います。

事務局 ：申請から判定まで時間を要しており、申請者はもちろんのこと、介護保険に関わる多

くの方に御迷惑おかけして申し訳ございません。現在、市での調査体制を超える申請を

受けており、今回介護保険事業の実施状況に記載させていただいているとおり、申請か

ら調査までに時間を要してしまっており、判定までに時間がかかっている状況です。４

月に市の調査員を２名増員しておりますが、今後も見込まれる申請者の増加に対し、調

査員の増員に向けて動くとともに、従来３事業者にお願いしておりました認定調査の

委託についても、他の市内居宅介護支援事業所にも、認定調査の受託の可否についてお

伺いできる機会がありましたら、御協力をお願いしていきたいと思っております。

委 員 ：教えていただきたいのですが。認定結果通知平均日数が４２日が４８日とか、４０日

が３８日とか、令和６年に対して７年は短くなっているように見えるのですが、いかが

でしょうか。

事務局 ：資料９の（２）申請件数等の記録集計の中に記載させていただいております認定結果

通知平均日数について、御質問いただいたと思っております。合計については、年度間

の平均を記載させていただいたもので、令和６年度の１月末現在では４０.３日、令和

７年度における１月３１日現在においては３８．８日で、年度平均で言えば減っている

ことになっているのですが、１月という月単位で見ると、４８．３日ということで昨年

度比で、増加しているという状況になっております。

委 員 ：これが委員の質問にあった、最近時間がかかるということにつながってくると。全国

平均で何日ぐらいということがわかると、参考になるかと思います。

また、三師会の先生たちも、介護認定についてもっと人数増やせないかという話をし

ています。人を増やせばどうにかなるのであれば、せっかく委員として所属しているの

で、希望はおっしゃっていただければ、何か考えてくださるんじゃないかなと思います。

いかがでしょう。

事務局 ：非常に申請件数が増えてる中で、それをまず調査しなくてはいけないというところが

ボトルネックになっている部分があります。その調査員または調査していただく事業
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者を増やしたいと考えております。

将来的にはその調査終わった後の審査会でどのくらい審査できるかということにな

ってくるかと思っております。審査会は週４日、４合議体を作っているのですが、次の

段階ではそちらで数が足りるのか足りないのか、審査していただく専門委員の方の数

が足りるのか足りないのかというところが出てきますので、その段階になりましたら、

各種団体の方に御協力や御意見等をお伺いさせていただければと思っております。

まずは第一に調査員の増員を進めたいと考えております。

会 長 ：次に、次第の４「その他」でございます。委員から何かございますか。

委 員 ：第１０期計画の中で、地域加算について考えていただきたいと思います。

介護事業者の収入には地域加算が設けられております。これは国家公務員の地域加

算に準じていますが、改正で東京都の市町村は１６％という案が出されております。現

状では青梅市は１５％であり、今後１６％を下回るようなことがないようにお願いし

たいと思います。

これは御承知いただきたいのですが、地域加算はそのまま加算されるのではなく、例

えば特別養護老人ホームですと、さらに４５％になってしまいます。

このような状況ですので、市としても上の方に見直しを上げていただけるよう希望

しております。

会 長 ：事務局から何かありますか。

事務局 ：事務局から３点ほど御連絡いたします。まず、補足資料として配布させていただきま

した、今後の開催日程についてであります。

議題の中でも触れさせていただきましたが、今年度は、第１０期高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画の策定をお願いしているところであります。

今後、国や東京都の動向に合わせて会議日程を設定する予定でありますので、御承知

いただければと思います。

詳細な日程につきましては、後日、お示しさせていただきます。

次に、本日の議事要旨につきましては、作成後、各委員へ送付させていただきますの

で、御確認いただきますようお願いいたします。

最後に、次回の運営委員会でございますが、参考資料にも記載とおり、７月３日（金）

１３時３０分からを予定しておりますので、日程の確保をお願いいたします。

事務局 ：追加でお願いします。

第２層協議体について、各地区がどのようになっていくのかという御提案をいただ

きましたが、追加でお答えいたします。

第２層協議体は市内に１１協議体ありまして、地域の多様なメンバーが主体となっ

て、高齢者が元気になって、いつまでも青梅市住んでいたいとなっていただけるように、

話し合いの場を作って、一生懸命頑張っております。各地域の協議体で出た課題は、各
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地域包括支援センターの生活支援コーディネーター御協力のもと、地域ケア会議を経

て、その上の第１層地域ケア推進会議という大きい市単位の会議の方に持っていくと

いうことを目的にやっております。

ですので、各地区の協議体が今後どうしていったらいいのだろうとありましたが、そ

ういった地域で出た課題を繋げていくということを、少しずつですがやっております

ので、これからも、地域の活性化に努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

委 員 ：参加している実感をもとに申し上げましたが、第２層協議体が地域の様々な課題につ

いて、話し合って、具体的に何かできる場になっていけばいいと思っております。いま

の御回答ですと、なんとなく話し合って紛らわせてしまっているような回答をいただ

いたと思いますので、やはり現状をよく見ていただければと思います。

会 長 ：それでは予定しておりました時間が超過しました。本日は、長時間に渡り、熱心に御

討議いただきありがとうございました。これで終了させていただきたいと思います。事

務局では、本日の意見等につきまして、整理をよろしくお願いします。それでは、これ

にて散会といたします。御苦労様でした。
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令和８年度第１回介護保険運営員会議事について、委員より以下のとお

り御意見・御質問をいただきましたので、回答いたします。

質問１

介護ボランティアポイント事業について、私が参加しているボラ

ンティアのメンバーは、ほとんどが高齢女性で、残り少数が高齢男

性です。若い方が時間的に参加することが厳しいのか、またはボラ

ンティアへの関心がないのかは不明ですが、ポイントに応じて報奨

物品と引き換える方法は、若い方の参加を促す手段のひとつだと思

います。

回 答

市としても、多くの若い方にボランティアに参加していただくこ

とは課題と捉えております。このため、デジタルポイントを活用す

ることや報奨物品を工夫するなど、検討をしてまいります。

質問２

市内事業所で介護に関する仕事に従事している市内在住の方を対

象に、基本の給与のほかに市独自で設けた手当てを加算することは

できないでしょうか。

回 答

現時点では加算等の想定はしておりません。令和８年度に処遇改

善加算による報酬改定も実施されているため、加算の要件の一つで

あるケアプランデータ連携システムの周知、啓発等を引き続き実施

してまいります。

質問３

人材対策事業を通じて、介護の大切さは伝わると思いますが、実

際に若い人が働くことに結びつくのかが疑問です。

回 答

人材対策においては介護の仕事内容の体験だけではなく、給与や

手当、資格等についても説明をしています。PR だけではなく、就業

支援が必要なのかどうか等においては今後の第１０期計画において

御審議いただければと思います。



介護保険事業の実施状況について

１　要介護認定について

(1) 要介護度別認定者数の推移（令和８年３月３１日現在） (2) 申請件数等の月別集計（令和８年３月３１日現在）

３月 合計※ 月平均
新規 189 2,202 183.5 
更新 283 3,254 271.2 

R7 1,099 15.1% 変更 87 995 82.9 
R6 1,048 15.3% 計 559 6,451 537.6 

増減 51 ▲0.2% 新規 179 2,079 173.3 
R7 1,027 14.1% 更新 265 2,659 221.6 
R6 896 13.1% 変更 100 989 82.4 

増減 131 0.4% 計 544 5,727 477.3 
R7 1,318 18.1% 533 5,999 499.9 
R6 1,287 18.8% 546 5,646 470.5 

増減 31 ▲0.7% 678 6,064 505.3 
R7 1,099 15.1% 560 5,642 470.2 
R6 1,024 14.9% 9.4% － －

増減 75 ▲0.7% 10.1% － －
R7 966 13.3% 43.7 40.3 －
R6 883 12.9% 36.9 40.3 －

増減 83 ▲0.1% ※　認定結果通知平均日数（日）は、申請日から結果通知到達見込日の期間

R7 1,053 14.5%
R6 1,030 15.0%

増減 23 ▲0.6%
R7 710 9.8%
R6 684 10.0%

増減 26 ▲0.2%
R7 7,272 100%
R6 6,852 100%

増減 420 －
R7 ←前年同月比０．９ポイントの増
R6
R7
R6

※１　認定率＝認定者数（１号認定者数＋２号認定者数）／第１号被保険者数（令和８年３月３１日現在４０，６８５人）

※２　認定率の計画値は、介護保険事業計画における推計値（各年度とも１０月１日時点）

３月

R7
R6
R7
R6
R7
R6
R7
R6

17.9%
17.0%
17.7%
17.2%

要介護・
要支援等認定者数

（青梅市） 人数
R7

要支援１

R6
要支援２

要介護１
認定調査数（件）

審査判定数（件）

要介護２
変更率（％）

要介護３
認定結果通知
平均日数（日）※2

要介護４

要介護５

青梅市　計

認
定
率
※
１

実績

計画値※２

申請件数（件）

資料４

認定結果通知平均日数の年度平均（合計）は昨年

度と同日数ですが、３月は申請件数が調査件数を

超過し、前年同月比で増加しています。
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(3) 審査判定内訳（件）（令和８年３月３１日現在） (4) 第1号被保険者における認定率（令和８年３月３１日現在）

３月 合計 構成比 構成比順

14 128 2.1% ⑧ 8

79 826 13.6% ④ 4

95 859 14.2% ③ 3 合計 35,854,931 100.0% 20.2%

141 1,159 19.1% ① 1 14,623,651 40.8% 4.3%

82 899 14.8% ② 2 21,231,280 59.2% 31.1%

98 765 12.6% ⑥ 6 合計 35,840,600 100.0% 19.7%

95 805 13.3% ⑤ 5 15,077,875 42.1% 4.3%

74 623 10.3% ⑦ 7 20,762,725 57.9% 31.0%

678 6,064 100.0% - 合計 3,173,943 100.0% 21.4%

※構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。 1,287,861 40.6% 4.6%

1,886,082 59.4% 33.0%

合計 3,161,242 100.0% 21.0%

1,303,345 41.2% 4.6%

1,857,897 58.8% 32.5%

合計 40,685 100.0% 17.5%

17,023 41.8% 4.4%

23,662 58.2% 26.9%

合計 40,300 100.0% 16.6%

17,492 43.4% 4.2%

22,808 56.6% 26.1%

３月

非該当

要支援１

要支援２

要介護１ 前期(65～74歳)

要介護２ 後期(75歳以上)

要介護３

要介護４ 前期(65～74歳)

要介護５ 後期(75歳以上)

計

前期(65～74歳)

後期(75歳以上)

前期(65～74歳)

後期(75歳以上)

前期(65～74歳)

後期(75歳以上)

前期(65～74歳)

後期(75歳以上)

第1号被保険者数
人数 構成比 認定率

全
国

R7

R6

東
京
都

R7

R6

青
梅
市

R7

R6

青梅市の合計は17.5％で、前年同月比（16.6％）0.9ポイント増加して

います。全国（20.2％）および東京都（21.4％）から、それぞれ2.7、3.9

ポイント下回っています。

※ここでの認定率は、第２号被保険者の認定者数を含まずに計算
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(5) 認定者構成比（令和８年３月３１日現在）

R7 15.1% 14.9% 15.7%

R6 15.3% 14.7% 15.6%

R7 14.1% 14.4% 13.3%

R6 13.1% 14.3% 13.4%

R7 18.1% 20.7% 20.5%

R6 18.8% 20.7% 20.4%

R7 15.1% 16.8% 17.1%

R6 14.9% 16.8% 17.0%

R7 13.3% 12.9% 12.7%

R6 12.9% 13.0% 12.7%

R7 14.5% 12.5% 12.4%

R6 15.0% 12.5% 12.3%

R7 9.8% 7.9% 8.3%

R6 10.0% 8.0% 8.6%

R7 17.9% 20.5% 21.9%

R6 17.0% 20.1% 21.5%

　
　

３月

構成比
介護度

青梅市 国 都

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

認定率※

青梅市は国や都と比べて要介護３以上の比率が高い状況で

す。

※ここでの認定率は２号被保険者も含みます。
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２　介護保険料について

　(1) 令和７年度介護保険料の賦課収納状況（令和８年３月末日現在） （単位：千円）

R7年度 2,563,530 2,570,986 2,577,668

R6年度 2,514,600 2,512,891 2,518,453

R7年度 243,303 309,771 284,463

R6年度 270,525 292,928 268,561

R7年度 2,806,833 2,880,757 2,862,131

R6年度 2,785,125 2,805,819 2,787,014

R7年度 7,378 29,949 8,415

R6年度 5,794 26,519 6,388

R7年度 2,563,530 2,570,986 2,577,668

R6年度 2,514,600 2,512,891 2,518,453

R7年度 250,681 339,720 292,878

R6年度 276,319 319,447 274,949

R7年度 2,814,211 2,910,705 2,870,546

R6年度 2,790,919 2,832,338 2,793,402
※

R7年度 82 187 187

R6年度 150 110 110

　(2) 督促状の発送状況（令和８年３月末日現在）　　　　(単位：件）

5,617

5,591
※

普通徴収は７月から第１期の納期がはじまるため、４月、５月、６月分は前年度相当分。ただし、財務会計上は当該年度の調定として処理します。賦課決定が新年度
（４月以降）であるためです。対象となる方　⇒　３月以前に転入した方（所得調査を行ったのちに賦課決定します。）や遅れて税の申告をした方

R7年度

R6年度

第１期の納期が７月末日であるため、督促状は８月から発送しています。

区　　　　　　　分 予算額 調定額 　収入済額　

現年度分

特別徴収

普通徴収

計

滞納繰越分 普通徴収

合　計

特別徴収

普通徴収

計

区　　　　　　　分 予算額 調定額 　収入済額　

延滞金 普通徴収

区　　分 合計
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３　受給者数および給付費の状況について

(1)　受給者数 （単位：人）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 月平均

居宅介護サービス受給者 R7 3,367 3,376 3,386 3,454 3,437 3,433 3,441 3,453 3,408 3,442 3,401 3,403 41,001 3,417

R6 3,210 3,210 3,254 3,269 3,299 3,301 3,338 3,361 3,353 3,349 3,314 3,295 39,553 3,296

地域密着型サービス受給者 R7 527 515 523 531 507 505 513 493 504 507 487 490 6,102 509

R6 530 524 534 501 506 526 520 517 530 513 489 499 6,189 516

施設サービス受給者 R7 1,426 1,423 1,444 1,471 1,491 1,447 1,473 1,488 1,464 1,494 1,486 1,497 17,604 1,467

R6 1,406 1,398 1,415 1,426 1,436 1,398 1,431 1,432 1,435 1,444 1,423 1,439 17,083 1,424

介護老人福祉施設 R7 1,010 1,003 1,026 1,051 1,062 1,045 1,062 1,063 1,053 1,069 1,073 1,091 12,608 1,051

R6 1,024 1,022 1,014 1,022 1,014 982 1,008 1,016 1,009 1,014 1,008 1,006 12,139 1,012

介護老人保健施設 R7 366 359 356 362 364 348 354 368 352 366 352 346 4,293 358

R6 354 352 361 362 375 362 373 376 378 378 377 376 4,424 369

介護療養型医療施設 R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R6 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1

介護医療院 R7 59 61 62 58 65 54 57 57 59 59 61 60 712 59

R6 24 29 42 49 51 56 54 49 52 58 53 57 574 48

受給者　計 R7 5,320 5,314 5,353 5,456 5,435 5,385 5,427 5,434 5,376 5,443 5,374 5,390 64,707 5,392

R6 5,146 5,132 5,203 5,196 5,241 5,225 5,289 5,310 5,318 5,306 5,226 5,233 62,825 5,235

区　　　　　分

5,000

5,100

5,200

5,300

5,400

5,500

5,600

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

受給者総数の推移

R7
R6

前年同月比で、居宅介護サービス、施設サービス受給者
数は増加しています。
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(2)　給付状況 （単位：円）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 月平均

居宅介護サービス費 R7 279,472,397 282,147,640 298,022,612 304,013,813 300,530,332 281,401,660 291,538,670 304,209,389 286,081,522 294,615,270 283,964,353 275,957,291 3,481,954,949 290,162,912

R6 259,738,318 262,412,604 278,266,423 272,405,289 290,237,202 280,749,365 274,408,882 291,764,172 279,290,902 277,977,796 274,697,744 263,009,244 3,304,957,941 275,413,162

地域密着型サービス費 R7 79,714,568 76,275,789 79,942,947 77,698,730 77,296,280 75,707,832 75,980,369 75,139,730 83,665,901 78,369,592 76,250,638 73,681,566 929,723,942 77,476,995

R6 75,672,956 75,613,303 80,564,196 75,573,089 77,657,842 80,126,288 78,202,211 80,478,462 76,202,220 74,537,312 71,813,544 71,956,366 918,397,789 76,533,149

施設介護サービス費 R7 447,434,699 427,269,714 448,818,246 443,190,458 462,701,887 448,353,085 448,051,437 465,867,894 444,488,038 462,244,723 460,498,711 414,217,070 5,373,135,962 447,761,330

R6 415,699,181 416,369,536 438,877,309 429,709,687 452,007,284 435,757,060 438,747,184 451,353,710 433,227,594 448,685,179 439,262,018 408,503,625 5,208,199,367 434,016,614

福祉用具購入費 R7 1,960,364 1,372,841 1,066,494 2,003,991 1,140,079 1,147,392 1,287,045 1,327,566 1,324,783 1,256,269 822,484 1,255,515 15,964,823 1,330,402

R6 606,444 1,246,548 1,116,409 1,800,946 1,243,864 1,181,137 1,207,993 2,038,384 1,579,584 1,078,519 1,592,753 1,117,537 15,810,118 1,317,510

住宅改修費 R7 3,139,905 2,860,426 3,167,625 4,968,054 2,895,103 2,994,836 1,284,243 3,696,473 1,436,479 4,512,596 1,923,413 3,943,867 36,823,020 3,068,585

R6 2,237,795 2,780,444 2,673,022 3,843,968 1,377,728 3,099,805 4,150,490 2,832,651 2,359,910 2,592,070 2,670,904 3,596,757 34,215,544 2,851,295

サービス計画給付費 R7 41,971,708 42,620,995 42,575,457 43,564,550 42,796,422 41,995,633 42,484,720 42,627,148 41,662,207 42,077,512 41,750,379 41,368,145 507,494,876 42,291,240

R6 40,392,494 41,197,383 41,658,885 41,340,093 42,307,096 42,521,074 42,745,826 42,831,893 41,766,735 41,872,726 41,713,392 41,475,882 501,823,479 41,818,623

審査支払手数料 R7 736,924 735,824 747,496 770,963 755,624 741,385 755,990 767,541 753,913 760,329 751,775 748,963 9,026,727 752,227

R6 705,942 710,097 722,808 720,303 735,885 728,797 742,303 744,564 739,308 739,002 728,186 728,430 8,745,625 728,802

高額介護サービス費 R7 22,798,682 26,586,270 25,895,837 28,719,307 27,473,675 28,835,739 26,689,993 26,725,905 28,304,668 27,290,016 27,375,410 27,384,913 324,080,415 27,006,701

R6 22,669,028 24,588,193 24,764,574 26,801,040 25,632,430 28,368,373 27,986,656 27,294,605 28,336,738 26,251,209 27,432,651 26,716,811 316,842,308 26,403,526

R7 46,181 11,214,113 19,638,995 631,719 5,189,819 882,181 315,860 306,010 274,279 326,334 108,108 94,752 39,028,351 3,252,363

R6 23,906 7,079,466 20,597,547 4,704,800 1,487,315 702,808 108,078 1,178,316 245,974 133,235 89,964 244,675 36,596,084 3,049,674

特定入所者介護サービス費 R7 23,751,358 22,572,216 23,901,164 23,765,164 24,816,836 22,372,349 22,976,397 24,357,630 23,193,041 23,486,785 23,329,335 21,701,938 280,224,213 23,352,018

R6 24,119,991 23,056,780 24,913,141 23,443,854 24,756,730 22,980,587 23,602,922 23,970,822 22,407,838 23,488,104 22,993,572 21,544,031 281,278,372 23,439,864

給付費　計 R7 901,026,786 893,655,828 943,776,873 929,326,749 945,596,057 904,432,092 911,364,724 945,025,286 911,184,831 934,939,426 916,774,606 860,354,020 10,997,457,278 916,454,773

R6 841,866,055 855,054,354 914,154,314 880,343,069 917,443,376 896,215,294 891,902,545 924,487,579 886,156,803 897,355,152 882,994,728 838,893,358 10,626,866,627 885,572,219

区　　　　　分

高額医療合算介護サービス費

800,000

850,000

900,000

950,000

1,000,000
千円千円

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

介護給付費の推移

R7
R6

前年同月比で、給付費全体で増加傾向にあります。
特に居宅サービスや施設サービスが大きく伸びています。
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４　相談苦情受理状況（令和８年３月末現在）

（件） (2-1)　分類 （件） （件）

月 Ｒ６ Ｒ7 都全体(Ｒ6) Ｒ６ Ｒ7 都全体(Ｒ6) Ｒ６ Ｒ7 都全体(Ｒ6)

04月 4 6 218 要介護認定 6 5 97 サービスの質 2 1 469

05月 3 4 213 保険料 19 11 793 従事者の態度 7 4 342

06月 3 4 226 ケアプラン 0 0 35 管理者等の対応 0 5 207

07月 15 5 404 サービス供給量 0 0 8 説明・情報の不足 3 4 377

08月 2 2 653 介護報酬 0 0 13 具体的な被害・損害 0 0 118

09月 2 6 196 その他制度上の問題 4 2 40 利用者負担 0 2 39

10月 3 3 214 行政の対応 13 1 88 契約・手続関係 1 3 104

11月 7 2 189 サービス提供､保険給付※ 14 22 1,762 その他 1 3 106

12月 1 2 189 その他 0 0 253 計 14 22 1,762

01月 5 1 200 計 56 41 3,089

02月 5 3 197

03月 6 3 190

計 56 41 3,089

(1)　月別受付件数 (2-2)　苦情内容

※2の分類がサービス提供、保険給付の場合の苦情内容

要介護認定97

件

保険料

793件

サービス提供

保険給付1,762

件

ケアプラン

253件

東京都苦情分類（Ｒ６）

要介護認定

保険料

ケアプラン

サービス供給量

介護報酬

その他制度上の問題

行政の対応

サービス提供､保険給付

※
その他

要介護認定　

5件

保険料

11件

その他制度上の問題　2件
行政の対応　 1件

サービス提供

保険給付

22件

青梅市苦情分類（Ｒ８年３月時点）

要介護認定

保険料

ケアプラン

サービス供給量

介護報酬

その他制度上の問題

行政の対応

サービス提供､保険給付

※
その他

Ｒ６年度は、苦情の傾向として例年と類似

しておりますが、７月にシルバーパスを利

用するために必要な納入通知書の発行が遅

いといった苦情が多数寄せられ、行政の対

応に関する苦情件数が増えた状況となって

おります。

Ｒ７年度は、施設管理者などの対応に関す

る苦情などサービス提供､保険給付に関する

苦情が増加している状況です。
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５　事故発生時の報告状況（令和8年3月末現在）

(1) 月別届出件数 （件） (2) 分類別届出件数 （件）

月 Ｒ６ Ｒ７ 分類 Ｒ６ Ｒ７

04月 28 39 １　号 361 383
05月 30 27 ２　号 0 0
06月 33 41 ３　号 70 29
07月 41 47 ４　号 4 1
08月 49 39 計 435 413

09月 28 45

10月 51 31

11月 38 24

12月 39 26

01月 37 26

02月 32 32

03月 29 36

計 435 413

＊ 分 類 ＊
【１号】 【２号】
介護サービス利用者に対する介護 利用者に対する介護サービスの提供に伴う業
サービスの提供により発生した死亡 務遂行により発生し、請求された損害賠償に
または重傷等の入院加療等を必要 かかる事故
とする事故

①ケガ等で医療機関で入院や治療
を受けたもの

②誤飲が原因等で医療機関で入院

や治療を受けたもの   

③利用者等のトラブルで医療機関で

入院や治療を受けたもの

【３号】 【４号】

食中毒、感染症等（結核、疥癬）で その他市長が必要と認める事故

法令により保健所等へ通報が義務 ①従業員の法令違反

付けられている事由の事故 ②不祥事等利用者の処遇に影響があるもの

③震災、風水害、火災等これに類する災害

１号　361
件

82.9％３号　70件

16.0％

４号　４件

1.1％

Ｒ６

事故件数と分類

R6・R7年度同様に、１号のケガ等による事故が

事故報告の８割以上を占めています。

１号　383
件

87.5％

0

３号　29件

1.0％

４号　1件

2.5％

Ｒ７

事故件数と分類

91.4%92.7%
7%

0.3%
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６　地域密着型サービスの利用状況について

(1) 認知症対応型通所介護 (2) 地域密着型通所介護

圏　域 定員 ３月 計 圏　域 定員 ３月 計

営業日数 26日 309日 営業日数 26日 309日

１日 延利用者 226人 2,781人 １日 延利用者 370人 4,560人

12人 １日平均 8.7人 9.0人 18人 １日平均 14.2人 14.8人

営業日数 26日 309日 営業日数 26日 309日

１日 延利用者 219人 2,490人 １日 延利用者 393人 4,664人

12人 １日平均 8.4人 8.1人 18人 １日平均 15.1人 15.1人

営業日数 26日 309日 営業日数 26日 299日

１日 延利用者 227人 3,026人 １日 延利用者 68人 750人

12人 １日平均 8.7人 9.8人 10人 １日平均 2.6人 2.5人

営業日数 26日 309日 営業日数 26日 305日

１日 延利用者 272人 3,345人 １日 延利用者 56人 682人

12人 １日平均 10.5人 10.8人 10人 １日平均 2.2人 2.2人

営業日数 22日 257日 営業日数 22日 251日

１日 延利用者 197人 2,242人 １日 延利用者 254人 3,049人

12人 １日平均 9.0人 8.7人 10人 １日平均 11.5人 12.1人

営業日数 21日 256日 営業日数 21日 254日

１日 延利用者 179人 2,424人 １日 延利用者 264人 3,230人

12人 １日平均 8.5人 9.5人 10人 １日平均 12.6人 12.7人

営業日数 26日 309日 １日 延利用者 692人 8,359人

１日 延利用者 220人 2,870人 38人 １日平均 9.4人 9.7人

10人 １日平均 8.5人 9.3人 １日 延利用者 713人 8,576人

営業日数 26日 309日 38人 １日平均 9.8人 9.9人

１日 延利用者 229人 2,350人

10人 １日平均 8.8人 7.6人

事　業　所　名 事　業　所　名

東青梅デイサービスセンター

河辺デイサービスセンター

デイサービスセンター

R7 R7

す　ず　ら　ん
R6 R6

R7 R7

わ　か　く　さ
R6 R6

R7 R7

リバーパレス青梅
R6 R6

R7
第１地区計

R7

R6

R6

第１地区

第１地区

東青梅デイサービスセンター

第２地区

デイサービス のぞみ

カラダラボとまりぎ青梅駅前

第３地区 木野下デイサービスセンター

認知症対応型デイサービス、地域密着型デイサービス(第１地区）と

もに微減しています。
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定員 ３月 計 定員 ３月 計 定員 ３月 計

営業日数 0日 22日 営業日数 26日 308日 営業日数 22日 260日

１日 延利用者 0人 140人 １日 延利用者 109人 1,489人 １日 延利用者 205人 2,335人

10人 １日平均 6.4人 10人 １日平均 4.2人 4.8人 15人 １日平均 9.3人 9.0人

営業日数 21日 256日 営業日数 26日 305日 営業日数 26日 307日

１日 延利用者 131人 1,763人 １日 延利用者 129人 1,909人 １日 延利用者 164人 1,983人

10人 １日平均 6.2人 6.9人 10人 １日平均 5.0人 6.3人 15人 １日平均 6.3人 6.5人

営業日数 26日 307日 営業日数 21日 238日 営業日数 21日 240日

１日 延利用者 160人 2,286人 午前10人 延利用者 291人 3,231人 午前10人 延利用者 151人 1,256人

10人 １日平均 6.2人 7.4人 午後10人 １日平均 13.9人 13.6人 午後10人 １日平均 7.2人 5.2人

営業日数 26日 308日 営業日数 20日 239日 営業日数 20日 240日

１日 延利用者 194人 2,026人 午前10人 延利用者 268人 3,164人 午前10人 延利用者 97人 1,241人

10人 １日平均 7.5人 6.6人 午後10人 １日平均 13.4人 13.2人 午後10人 １日平均 4.9人 5.2人

営業日数 21日 239日 １日 延利用者 1,371人 16,683人 営業日数 26日 313日

午前10人 延利用者 325人 3,683人 95人 １日平均 9.7人 9.9人 １日 延利用者 213人 2,674人

午後10人 １日平均 15.5人 15.4人 １日 延利用者 1,519人 18,470人 10人 １日平均 8.2人 8.5人

営業日数 20日 270日 95人 １日平均 9.4人 9.5人 営業日数 26日 313日

午前10人 延利用者 312人 3,965人 １日 延利用者 237人 2,671人

午後10人 １日平均 15.6人 14.7人 10人 １日平均 9.1人 8.5人

営業日数 22日 257日 １日 延利用者 569人 6,265人

１日 延利用者 255人 3,119人 45人 １日平均 8.2人 7.7人

15人 １日平均 11.6人 12.1人 １日 延利用者 498人 6,371人

営業日数 21日 256日 59人 １日平均 6.9人 7.4人

１日 延利用者 255人 3,119人

15人 １日平均 12.1人 12.2人

営業日数 26日 308日

１日 延利用者 231人 2,735人

10人 １日平均 8.9人 8.9人

営業日数 27日 309日

１日 延利用者 230人 2,524人

10人 １日平均 8.5人 8.2人

第２地区 第３地区

事業所名 事業所名 事業所名

R7 R7 R7

R6 R6 R6

R7 R7 R7

R6 R6 R6

R7
第２地区計

R7
R7

R6

R6 R6

R7
第３地区計

R7

R6

R6

R7

R6

デイサービス
センター
たんぽぽ

（R7.5廃止）

デイサービスセン
ター

シエロ 青梅

デイサービス やぎ
さん家

デイサービス 
ぬくもり

デイサービスセン
ター

ほたる

デイサービス さく
ら

リハビリデイサー
ビス
足軽

デイサービスセン
ター

きぼうの里

デイサービスセン
ター

ＣＬＵＢ ＲＩＶＥ
Ｒ

二俣尾幸廻堂

第２地区、第３地区ともに大きな変化はありません。

（第２地区は令和７年度中１事業所廃止に伴い延利用者数が前年同月比で減少してお

ります。）
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(3) 認知症対応型共同生活介護 R8.3.31現在

定員数 充足率 青梅市 他 計 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

90人 98.9% 88人 1人 89人 0人 16人 21人 27人 17人 8人 89人

定　　員 　利用者内訳（保険者） 　利用者内訳（要介護度）

合　　　計

圏　域 事 業 所 名

第１地区
グループホームひだまりの家 9人 88.9% 8人 0人 8人 0人 1人 2人 0人 4人 1人 8人

グループホームみんなんち 9人 100.0% 9人 0人 9人 0人 3人 3人 3人 0人 0人 9人

第２地区

グループホームはぴねす若草 18人 100.0% 18人 0人 18人 0人 1人 5人 7人 4人 1人 18人

グループホームみんなんち第2 9人 100.0% 9人 0人 9人 0人 3人 1人 3人 1人 1人 9人

グループホームともだ　　　 18人 100.0% 17人 1人 18人 0人 5人 5人 5人 3人 0人 18人

第３地区
グループホームはぴねす新田山　 9人 100.0% 9人 0人 9人 0人 0人 0人 4人 3人 2人 9人

地域ケアサポート館　福わ家
グループホーム 18人 100.0% 18人 0人 18人 0人 3人 5人 5人 2人 3人 18人

定員90名に対して89名利用中。そのうち青梅市民は88名。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

充足率は98.9％となっております。

要介護度別利用者内訳は大幅な変化は見られません。
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(4) 小規模多機能型居宅介護 （５）定期巡回随時対応型訪問介護看護

圏　域 ３月 月平均 圏　域 ３月 月平均

営業日数 31日 - 31日 -

登録者数 26人 24人 14人 13人

定員／日 延利用者 386人 401人

15人 １日平均 12.5人 13.3人

延利用者 495人 560人

１日平均 16.0人 18.8人

定員／日 延利用者 86人 90人

9人 １日平均 2.8人 3.2人

営業日数 31日 -

登録者数 21人 21人

定員／日 延利用者 369人 381人 訪問回数 462 455 

15人 １日平均 11.9人 12.5人 １日平均 14.9 15.2 

延利用者 493人 497人 訪問回数 4 4 

１日平均 15.9人 16.3人 １日平均 0.1 0.1 

定員／日 延利用者 108人 112人 31日 -

9人 １日平均 3.5人 3.7人 14人 9人

営業日数 31日 -

登録者数 24人 25人

定員／日 延利用者 252人 231人

18人 １日平均 8.1人 7.8人

延利用者 760人 646人

１日平均 24.5人 21.1人

定員／日 延利用者 25人 17人

5人 １日平均 0.8人 0.5人

営業日数 31日 - 訪問回数 367 248.9 

登録者数 26人 28人 １日平均 11.8 8.2 

定員／日 延利用者 236人 255人 訪問回数 9 3.8 

18人 １日平均 7.6人 8.1人 １日平均 0.3 0.3 

延利用者 749人 765人

１日平均 24.2人 24.9人

定員／日 延利用者 13人 12人

5人 １日平均 0.4人 0.4人

事　業　所　名 事　業　所　名

定員（基準） 営業日数

登録定員　29人 登録者数

定員（基準）

登録定員　29人

営業日数

登録者数

定員（基準）

登録定員　　　29人

定員（基準）

登録定員　　　29人

利
用
者
数

通所

訪問介護

訪問回数 458 425 

訪問
基準
なし

1日平均 14.8 14.1 

宿泊

訪問看護

訪問回数 37 36 

1日平均 1.2 1.1 

利
用
者
数

通所 訪
問
種
別

定期巡回

訪問
基準
なし

随時訪問

宿泊

訪問介護

訪問回数 333 236.5 

利
用
者
数

通所 1日平均 10.7 8.7 

訪問
基準
なし

訪問看護

訪問回数 25 13.8 

宿泊 1日平均 0.8 0.5 

訪
問
種
別

定期巡回

利
用
者
数

通所 随時訪問

訪問
基準
なし

宿泊

第１地区

多機能
ケアホーム

みんなんち

R7

第３地区 ここひろヘルパー２４

R7

訪
問
回
数

R6

R6

第３地区

地域ケアサポー
ト館

福　わ　家

R7

訪
問
回
数

R6

〇小規模多機能型居宅介護事業所　

　宿泊サービスの利用者数は事業所によって大きく異なっています。

〇定期巡回随時対応型訪問介護看護

　訪問回数は、前年同月比で大幅に増加しています。
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(６) 看護小規模多機能型居宅介護

圏　域 ３月 月平均

営業日数 31日 -

登録者数 29人 23人

定員／日 延利用者 346人 256人

15人 １日平均 11.2人 7.8人

延利用者 272人 290人

１日平均 8.8人 9.6人

延利用者 30人 25人

１日平均 1.0人 0.8人

定員／日 延利用者 140人 70人

9人 １日平均 4.5人 1.8人

営業日数 31日 -

登録者数 19人 26人

定員／日 延利用者 212人 344人

15人 １日平均 6.8人 11.3人

延利用者 304人 339人

１日平均 9.8人 11.1人

延利用者 25人 22人

１日平均 0.8人 0.7人

定員／日 延利用者 50人 111人

9人 １日平均 1.6人 3.6人

営業日数 31日 -

登録者数 20人 18人

定員／日 延利用者 246人 197人

15人 １日平均 7.9人 5.7人

延利用者 366人 308人

１日平均 11.8人 9.5人

延利用者 49人 45人

１日平均 1.6人 1.4人

定員／日 延利用者 65人 58人

6人 １日平均 2.1人 1.6人

営業日数 31日 -

登録者数 19人 16人

定員／日 延利用者 195人 146人

15人 １日平均 6.3人 5.6人

延利用者 299人 300人

１日平均 9.6人 9.9人

延利用者 40人 60人

１日平均 1.3人 2.0人

定員／日 延利用者 79人 30人

6人 １日平均 2.5人 1.3人

事　業　所　名

定員（基準）

登録定員　　29人

定員（基準）

登録定員　　29人

定員（基準）

登録定員　　29人

定員（基準）

登録定員　　29人

通所

訪問
介護

基準
なし

訪問
看護

基準
なし

宿泊

通所

訪問
介護

基準
なし

訪問
看護

基準
なし

宿泊

通所

訪問
介護

基準
なし

訪問
看護

基準
なし

宿泊

通所

訪問
介護

基準
なし

訪問
看護

基準
なし

宿泊

第２地区

青梅複合型

ケアサービスセン
ター

R7 利
用
者
数

R6 利
用
者
数

藤の華

R7 利
用
者
数

R6 利
用
者
数

〇看護小規模多機能型居宅介護事業所

　利用者数は前年同月比で概ね増加しています。
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青梅市地域包括支援センターの主な運営状況について

(1) 青梅市地域包括支援センター連絡会

(2) 地域ケア会議

(3) 総合相談支援業務 （延べ件数）

※令和８年３月 31 日現在 事業対象者 73 人

回 開催日 内 容

201 ２月４日（水）

認知症講演会、認知症サポーター養成講座、

介護予防講演会、ケアマネジャー意見交換会

ほか

202 ３月４日（水）
介護予防教室、うめカフェ、

介護予防リーダーフォローアップ講座ほか

開催日 内 容

３月 27 日（金）

３事例検討

・退職後男性の社会的孤立予防に向けた医療・生活

支援・地域参加の連携の在り方

・地域で自由に暮らしたいと思っている精神疾患の

ある方の支援

・気力低下を改善し、意欲の向上を目指す方への支

援

区 分

相 談 件 数

R８年２月～

R８年３月

R７年２月～

R７年３月

本部 支所 合計 本部 支所 合計

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

すみえ
382 ― 382 444 ― 444

地域包括支援センター

うめぞの
688 336 1,024 806 213 1,019

地域包括支援センター

すえひろ
557 413 970 584 328 912

計 1,627 749 2,376 1,834 541 2,375

資料５
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(4) 権利擁護業務 （延べ件数）

※成年後見制度の利用や申立てに関する相談等：35 件（各包括計）

(5) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

ア 相談件数 （延べ件数）

イ 勉強会等

区 分

相 談 件 数

R８年２月～

R８年３月

R７年２月～

R７年３月

本部 支所 合計 本部 支所 合計

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

すみえ
12 ― 12 4 ― 4

地域包括支援センター

うめぞの
38 59 97 52 33 85

地域包括支援センター

すえひろ
85 11 96 90 22 112

計 135 70 205 146 55 201

区 分

相 談 件 数

R８年２月～

R８年３月

R７年２月～

R７年３月

本部 支所 合計 本部 支所 合計

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

すみえ
8 ― 8 12 ― 12

地域包括支援センター

うめぞの
1 10 11 17 8 25

地域包括支援センター

すえひろ
21 0 21 7 7 14

計 30 10 40 36 15 51

開催日 名 称
参加

人数
内 容

２月 27 日（金）
ケア マネジャー

研修会
35 人

「地域福祉コーディネーター

の役割を知る」をテーマに地

域福祉コーディネーターを交

え事例を通じてグループ討議

を実施。

２～３月

各月７回

（計 14 回）

ケアプラン勉強

会

174 人

（延べ

人数）

各グループの目標に沿った事

例検討、自立支援に向けたケ

アプランへの指導、地域のケ

アマネジャーからの相談 ほ

か
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(6) 介護予防に係るケアマネジメント

ア 介護予防支援委託にかかる居宅介護支援事業所

令和８年３月分

イ 介護予防ケアマネジメント・介護予防支援件数 （延べ件数）

(7) 任意事業

ア 認知症サポーター養成研修事業

指定のカリキュラムを受講したキャラバン・メイトを講師とし、認

知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人や家

族を支援する認知症サポーターを養成する研修を実施した。

介護予防支援事業所名 委託事業所数 委託件数 契約事業所数

地域包括支援センターすみえ 28 97 31

地域包括支援センターうめぞの 26 209 65

地域包括支援センターすえひろ 33 184 68

区 分

プ ラ ン 件 数

R８年２月～

R８年３月

R７年２月～

R７年３月

地域包括支援センターすみえ 540 505

地域包括支援センターうめぞの 902 861

地域包括支援センターすえひろ 807 778

計 2,249 2,144

開催日 受講者 開催地区 参加人数

２月 26 日（木） 地域のクラブ参加者 畑中 20

２月 28 日（土） 市民 河辺 16

３月３日（火） 市内学生・市民 根ヶ布 38

計 74
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イ 介護サービス相談員派遣等事業

(8) その他

ア 介護予防教室

介護予防、フレイル予防等をテーマに、リハビリテーション専門職

などを講師として、講義や体操、レクリエーションを実施した。

派遣期間 派遣回数 派遣施設等

２月
13 施設

延べ 13 回

デイサービスセンタ

ーほたる

ヨウコーフォレスト

河辺

デイサービスセンタ

ーのぞみ

特別養護老人ホーム

成蹊園

二俣尾幸廻堂 特別養護老人ホーム

青梅園

デイサービスセンタ

ーパーク

東青梅デイサービス

センター

青梅療育院 グループホームひだ

まりの家

メディケア梅の園 多機能ケアホームみ

んなんち

特別養護老人ホーム

あゆみえん

３月
13 施設

延べ 13 回

デイサービスセンタ

ーさざなみ

特別養護老人ホーム

青梅愛弘園

カントリービラ青梅 特別養護老人ホーム

成蹊園

リバーパレス青梅 特別養護老人ホーム

青梅園

二俣尾幸廻堂 特別養護老人ホーム

第二喜久松苑

大洋園デイサービス

センター

グループホームひだ

まりの家

特別養護老人ホーム

第二青梅園

グループホームみん

なんち

特別養護老人ホーム

あゆみえん

開催日 場 所 参加人数

３月 11 日（水） 今井柳田自治会館 4

３月 13 日（金） 上長渕自治会館 26

計 30
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イ 認知症サポーターステップアップ講座

認知症サポーター養成講座を受講した方を対象に、さらに理解力や

実践力を高めるステップアップ講座を実施した

ウ 趣旨普及および広報

広報おうめ

※令和８年２月１日～令和８年３月末まで

開催日 場 所 参加人数

３月９日（月） 地域支え合い相談所 ikippa 13

２月１日号

・認知症サポーター養成講座・ステップアップ講座

・認知症講演会 認知症の人の「もしもの時」につい

て考えてみませんか？

・介護予防講演会 転ばない毎日をめざして～見て・

聞いて・一緒に動く講演会～

・認知症サポーター養成講座 認知症になっても自分

らしく暮らせる地域へ

・おいでください 地域サロン

２月 15 日号

・高齢者向けスマートフォンの使い方に関する相談会

・高齢者向けパソコン教室 Ｗｏｒｄ／文字入力初級

者編

３月１日号

・おいでください 地域サロン

・寄りませんか「うめカフェ」

・認知症があっても、安心して暮らし続けられるまち

青梅～支援の取り組みと相談先のご案内～

３月 15 日号
・一人暮らしの高齢者の見守り支援事業を開始

・高齢者向けスマートフォン教室
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 参考資料 



地域福祉総合計画の福祉共通理念 地域福祉計画の基本理念
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高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の基本理念 障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の基本理念

- 3 -



1 6

１  目指すまち の姿

（ １ ）まちの将来像 　 　 　 　

　 東京にあり つつ、美し い山と 渓谷を 有し ながら 、住宅が立ち並ぶ市街地がある

こ と は、本市の唯一無二の特徴であり 、持ち 味でも あり ます。

　 市民アンケート の結果から も 、 現在および1 0 年後に望む本市のイ メ ージと し

て、「 美し い山や渓谷を有する自然豊かなまち」を多く の方が選んでいます。

　 こ のよ う な特徴を持つ本市を 住む場所と し て、 また事業を 営む場所と し て選

ばれ続けるよう なまちづく り に取り 組んでいきます。

（ ２ ）基本理念 　 　 　 　

　 青梅の人々が、 青梅を 楽し みながら 健やかに安心し て暮ら すこ と を 目指し 、

「 あそぼう よ！青梅」の姿勢を基本に、次の３ つの基本理念を 掲げ、本計画を

推進し ていきます。

※「 あそぼう よ ！青梅」 と は、 青梅と いう 魅力に満ち 溢れた場所で 暮ら す人たち が、 青
梅に愛着を 持ち ながら 、 あそびを 通じ て地域と ふれあう こ と で、 そこ から 地域の課題
に関心を 抱き 、 ま ち づく り に加わっ て いた だ く 流れを 創り 出し て いこ う と いう 姿勢
と 、 青梅を 訪れる 方々が、 自然豊かな 青梅で あそ ぶこ と によ っ て 、 青梅の魅力を 感
じ 、 青梅フ ァ ン と なり 、 青梅と のかかわり を 持ち続けていただき たいと いう 姿勢を 表
し ていま す。

御岳山に代表さ れる 美し い山並みや多摩川などの清流を 身近に感じ つつ、 快

適に暮ら せるまちを目指し ます。

全ての人が尊重し 合い、一人ひと り が元気に活躍できるまちを目指し ます。

郷土に対する愛着と 誇り を 持ち、と も に未来を創り 育む力を培い、人も 産業も

成長できるまちを目指し ます。

  美し い山と 渓谷に抱かれ、

　 　 　 　 東京に暮ら す　 青梅

豊かな自然と 都市機能が調和し た持続可能なまち

多様性を認め合い、みんなが健やかに暮ら せるまち

歴史と 文化を継承し 、人も 産業も 育むまち

（参考）青梅市総合長期計画の基本理念と各施策が目指す姿

3 4

■施策が目指す姿

■現状と 課題 　 　 　 　

○核家族化や一人暮ら し の増加、 近隣関係の希薄化が進み、 加えて新型コ ロナウ

イ ルス感染拡大による行動制限等から 、 困り ごと が見えにく く 、 新たな支え合

いの仕組みが必要と なっ ています。

○人口減少や少子高齢化が進み、福祉ニーズが増大する一方で担い手不足が顕在

化すると と も に、 抱えている課題や困り ごと が多様化、 複合化し てきているこ

と から 、 分野ごと の縦割り や「 受け手」「 支え手」の関係を 超えた多様な主体に

よる「 地域共生社会」の実現が求めら れています。

○本市では、 複合化・ 複雑化する福祉ニーズに対し 、 民生委員・ 児童委員による

活動のほか、 社会福祉協議会や関係機関と 地域と の連携を推進し 、 地域に密着

し た支援につなげています。今後も 様々な分野の多機関・ 多業種と 連携を図り 、

重層的な支援体制のも と で、一人ひと り に寄り 添っ た支援を行っ ていく 必要が

あり ます。

１ - ３  地域共生社会の推進

－みんなが顔見知り のまち－

　 誰も が地域の中に居場所があり 、 権利と 尊厳が守ら れ、 孤立するこ と な

く 、自分ら し く 安心し て暮ら すこ と ができるよ う 、地域全体で見守り 、支え

合っ ています。

【 地域共生社会のイ メ ージ】

【 新型コ ロナウイ ルス感染拡大による影響】

出典： 厚生労働省資料より引用

＊1 4  ノーマライゼーション： 障がいのあるなしに関わらず、 誰もが同じように暮らせる社会こそが　 ノーマ
ルな社会であるとし、その実現に向けてさまざまな社会条件を整えていこうとする考え方
＊1 5  地域福祉コーディネーター： 住民の地域福祉活動を支援するため、専門的な対応が必要な事例への
対応、ネットワークづくり、地域に必要な資源開発を行う人のこと
＊1 6  アウトリーチ： 支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に対して、訪問支援を実施すること
＊1 7  ヤングケアラー： 一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行って
いる子ども

3 6

■施策が目指す姿

■現状と 課題 　 　 　 　

○高齢化が進み、令和7（ 2 0 2 5）年には団塊の世代が後期高齢者と なり 、ひと り 暮

ら し 高齢者や認知症高齢者が増加する こ と が予想さ れ、 介護や生活ニーズの

増大が見込まれます。 また、令和2 2（ 2 0 4 0）年にはいわゆる団塊ジュ ニア世代

が高齢者と なるこ と から 、介護を担う 人材不足も 懸念さ れています。

○本市では、地域における支援体制の充実に向けて、認知症サポータ ー
＊1 8

の養成

や民間事業者等と 見守り 支援ネッ ト ワーク 協定を 締結し ているほか、 おう め

生活サポータ ー制度の創設、 地域サロン によ る 交流の場の提供などにより 高

齢者の生き がいづく り につなげています。

〇本市の特性と し て多数の福祉施設を有し 、 様々な地域での活動が行われてい

るなど、多く の地域資源があり ます。 こ う し た地域特性を踏まえ、地域包括ケ

アシステム
＊19

の更なる深化が必要です。 また、 各地域における高齢者の移動

手段の確保を図るこ と も 課題です。

○本市は特に高齢化が進んでいる まち であり 、 医療・ 福祉にかかる 地域資源も

充実し ているこ と から 、それら を生かし た介護・ フ レイ ル
＊2 0

予防、重症化予防

に取り 組むと と も に、元気高齢者も 含め、地域全体で高齢者等を見守り 、支え

ていく 体制を構築し ていく 必要があり ます。

〇青梅に暮ら す市民が世代を超えて支え合い、 いつまでも 生きがいを 持っ て暮

ら せる まち の実現を目指し 、「 青梅市高齢者憲章」を制定し ています。

１ - ４  高齢者福祉の充実

－高齢者がいきいき暮ら すまち－

　 年を 重ねても 生き がいや役割を 持ち、 人や地域と のつながり を保ちなが

ら 、 でき るだけ住み慣れた地域でいきいきと 安心し て暮ら し 続けるこ と が

でき ています。

【 介護保険　 事業対象者・ 要支援・ 要介護認定者の推移】

【 前期・ 後期別高齢者数・ 高齢化率の推計】

出典： 第８期青梅市高齢者保健福祉計画・ 青梅市介護保険事業計画

出典： 第８期青梅市高齢者保健福祉計画・ 青梅市介護保険事業計画

＊1 8  認知症サポーター： 認知症サポーター養成講座を受けた方で、 認知症に対する正しい知識と理解を
持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けを行う
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■施策が目指す姿

■現状と 課題 　 　 　 　

○障害者総合支援法では、イ ンク ルーシブな社会の実現に向けて、障害特性だけ

でなく 、 生活環境も 含めその人に合っ た支援サービスを提供する こ と と し て

います。 また、障害者差別解消法では、合理的配慮
＊25

が求めら れています。 平

成2 6（ 2 0 1 4 ）年には、障がい者の人権および基本的自由の享有を確保し 、障が

い者の固有の尊厳の尊重を促進するこ と を目的と する 障害者権利条約を 批准

し ています。

○本市においては、障がいに対する理解促進や専門性の高い療育・ 教育、就労支

援等に取り 組むと と も に、障害福祉サービスの基盤整備を推進し ています。 令

和３（ 2 0 2 1）年には、「 障がいのある 人も 障がいのない人も その人ら し く 暮ら

せる共生のまち青梅市条例（ 青梅市差別解消条例）」を制定し 、 相互に人格と 個

性を尊重し あいながら 共生する社会の実現を推進し ています。

○今後も 住み慣れた地域で安心し て暮ら し 続ける こ と ができる 共生社会の形成

を 図る と と も に、 専門的な支援につなげるための拠点の設置を 検討し ていく

必要があり ます。

〇多様化する 障がいのある 人が地域で自立し た生活を 送れるよ う 、 障がい者サ

ポート セン タ ー事業、障害福祉サービスの一層の充実を図ると と も に、障がい

のある 人の雇用促進や働き やすい環境づく り において、 ハローワーク 等と 連

携し 、市内事業者等に向けて意識啓発や必要な支援が求めら れています。

１ - ５  障がい者福祉の充実

－イ ンク ルーシブ＊2 4社会が実現するまち－

　 障がいの有無にかかわら ず、地域の理解と 特性に応じ た支援を 得ながら 、

一人ひと り が持つ個性や能力を伸ばし 、社会の一員と し て活躍し 、権利が守

ら れ、その人ら し く 安心し て暮ら し ています。

【 青梅市差別解消条例の概要】

【 不当な差別的取り扱いの禁止】

障がいを理由として、正当な理由もなく サービスの提供について拒否、制限、条件を

付けるなど 、障がいのない人と 異なった対応をすることを禁止しています。

【 合理的配慮の提供の義務化】

合理的配慮とは、障がいのある人の意向を尊重し 、個々の状況に応じて、その壁（ バ

リア）を取り除く ために行う 配慮のこと で、支援する人の負担が重すぎない範囲で対

応することが求められます。

【 障がいを理由とする差別に関する相談】

障がいのある人や関係者の方から、障がいを理由とする差別の相談を受け付けてい

ます。 相談内容により、 解決に向けた調査・ 調整・ 情報提供を行い、 当事者間で

の話し合いによる解決を図ります。

解決に至らなかった場合、条例には、助言、あっせん、勧告といった手続きが規定さ

れています。

【 障害者手帳所持者数の推移】

出典： 第６期青梅市障害福祉計画・ 第２期青梅市障害児福祉計画

＊2 4  インクルーシブ： 年齢や性別、国籍、心身の障がいの有無に関係なく 共生している状態のこと
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